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【
要
約
】
　
刀
心
と
は
「
ト
ノ
イ
リ
（
殿
入
）
」
を
原
義
と
す
る
ト
ネ
リ
の
略
称
で
あ
り
、
大
王
と
の
間
に
緊
密
な
君
臣
関
係
を
結
ん
だ
か
つ
て
の
ト
ネ
リ

を
官
僚
の
あ
る
べ
き
祖
型
と
す
る
理
念
に
基
づ
き
、
有
官
・
無
官
を
問
わ
ず
、
何
ら
か
の
形
で
朝
廷
に
仕
え
る
者
を
指
す
和
語
す
な
わ
ち
、
天
皇
と
の
君

臣
関
係
を
表
示
す
る
和
語
で
あ
っ
た
。
従
来
の
通
説
で
官
人
の
称
呼
と
し
て
き
た
「
刀
祢
扁
は
、
右
の
和
語
が
恐
ら
く
は
八
世
紀
以
降
に
中
央
で
い
わ
ば

儀
式
用
語
と
し
て
特
殊
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
方
同
じ
く
都
市
・
村
落
の
有
力
者
と
し
て
き
た
「
刀
祢
」
は
、
そ
の
和
語
が
そ
の
ま
ま
在
地
に
お
い
て

残
存
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
、
郡
司
以
下
の
官
職
や
「
郡
散
事
」
と
い
っ
た
地
位
に
就
く
こ
と
な
く
、
し
か
も
行
政
の
末
端
を
担
う
者
を
表
わ

す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
刀
祢
は
従
来
の
ご
と
く
両
義
的
に
で
は
な
く
、
か
く
一
元
的
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
六
巻
二
号
　
一
【
Q
O
三
年
三
月

考（虎尾）流源祢刀

序

繍

古
代
の
刀
市
に
つ
い
て
は
、
一
方
で
こ
れ
を
官
人
の
称
呼
と
捉
え
、
ま
た
一
方
で
都
市
・
村
落
の
有
力
者
と
し
て
も
捉
え
る
両
義
的
な
理
解

が
　
般
的
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
官
人
の
称
呼
と
し
て
の
皮
歯
（
以
下
、
卑
下
A
）
を
取
り
上
げ
た
観
究
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

殆
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
済
生
A
に
つ
い
て
は
、
実
に
十
世
紀
の
吏
部
王
記
以
来
、
「
百
官
主
典
以
上
」
の
総
称
と
い
う
解
釈
の
み
が

無
批
判
に
今
日
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
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②

　
こ
れ
ま
で
の
膨
大
な
先
行
研
究
が
専
ら
対
象
と
し
て
き
た
の
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
、
土
地
売
券
な
ど
の
諸
文
書
に
公
証
人
と
し

て
名
を
連
ね
る
、
都
市
・
村
落
の
有
力
者
と
し
て
の
刀
祢
（
以
下
、
刀
祢
B
）
で
あ
っ
た
。
多
く
の
先
学
が
こ
の
刀
祢
B
の
出
現
・
展
開
・
消

滅
や
在
地
社
会
の
発
展
に
果
た
し
た
役
割
を
、
主
と
し
て
社
会
経
済
史
的
な
い
し
は
社
会
構
成
史
的
文
脈
の
中
で
追
求
し
、
多
く
の
成
果
を
あ

げ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
都
市
・
村
落
の
有
力
者
が
何
故
永
く
「
刀
祢
」
の
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
続
け
た
の
か
。
そ
も
そ
も
「
刀
祢
1
ー

ト
ネ
」
と
は
何
を
表
す
語
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
意
外
に
も
従
来
殆
ど
不
潔
に
付
さ
れ
て
き
た
と
思
し
い
。
ま

た
、
こ
の
刀
祢
B
と
一
方
の
刀
祢
A
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
こ
と
も
殆
ど
な
か
っ
た
が
、
敢
え
て
い
え
ば
、
従
来
は
漢
然
と
語
聾
A
か
ら
刀
祢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

B
へ
と
い
う
継
起
的
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
掲
の
よ
う
に
近
年
出
土
の
木
簡
は
刀
祢
B
の
実
例
が
遅
く

と
も
奈
良
時
代
中
頃
に
湖
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
た
後
事
の
よ
う
に
刀
祢
A
の
実
例
が
天
平
五
年
（
七
一
二
一
二
）
を
史
料
上
の
初
見
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
刀
祢
A
と
刀
祢
B
と
が
継
起
的
関
係
に
な
い
こ
と
は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
両
者
は
同
時
代
に
並
存
し
た
の
で

あ
る
。

　
さ
す
れ
ば
、
も
は
や
、
従
来
の
ご
と
く
刀
祢
B
を
刀
祢
A
か
ら
切
り
離
し
て
対
象
を
限
定
し
、
こ
れ
を
社
会
経
済
史
的
な
い
し
は
社
会
構
成

史
的
文
脈
の
中
で
の
み
論
ず
べ
き
段
階
で
は
あ
る
ま
い
。
都
市
・
村
落
の
有
力
者
も
官
人
も
と
も
に
同
時
代
的
に
「
刀
祢
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

事
実
を
出
発
点
と
し
つ
つ
、
勝
れ
て
政
治
史
的
な
文
脈
の
中
に
隠
隠
を
位
置
づ
け
る
作
業
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
よ
う
な
作
業
を
進
め
て
ゆ
く
上
で
極
め
て
有
益
と
思
わ
れ
る
の
は
、
夙
に
本
居
宣
長
が
「
凡
て
刀
祢
と
は
、
も
と
上
中
下
に
亘
り
て
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
仕
奉
る
者
の
総
名
に
て
、
甚
賎
し
き
品
の
者
ま
で
を
云
り
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
美
祢
と
は
何
ら
か
の
形
で
朝
廷
に
仕
え

る
者
全
て
を
指
す
総
称
と
す
る
理
解
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
何
故
か
殆
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
宣
長
の
所
説
は
刀
祢
を
通
説

の
ご
と
く
両
義
的
に
で
は
な
く
、
～
元
的
に
解
す
る
点
に
お
い
て
、
通
説
よ
り
も
遙
か
に
簡
明
で
あ
る
。
私
は
む
し
ろ
、
能
う
る
限
り
、
こ
の

宣
長
説
の
方
向
で
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
、
後
述
の
ご
と
く
、
宣
長
説
に
は
誤
り
も
見
ら
れ
、
ま
た
刀
祢
が
総
称
た
り
え
た
理
由
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や
刀
祢
を
総
称
と
し
た
こ
と
の
史
的
意
義
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
便
宜
、
通
説
の
枠
組
み
に
従
い
つ
つ
、
従
来
本
格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
稀
で
あ
っ
た
刀
祢
A
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
、
そ
の
聖
岳
の
語
の
特
殊
性
を
別
挟
す
る
こ
と
に
よ
り
、
刀
祢
B
と
の
黒
質
を
關
明
す
る
。
そ
の
結
果
は
、
自
ず
か
ら
宣
長
説
を
批
判

的
・
発
展
的
に
継
承
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
で
、
刀
祢
の
原
義
を
追
求
し
、
畢
尭
、
そ
の
源
流
を
望
見
す
る
こ
と

に
も
な
ろ
う
。
な
お
、
小
稿
は
あ
く
ま
で
も
古
代
の
刀
祢
に
焦
点
を
絞
る
も
の
で
あ
る
故
、
史
料
的
制
約
を
も
考
慮
し
て
、
時
期
を
主
と
し
て

八
・
九
世
紀
に
限
定
す
る
点
、
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

①
　
大
嘗
会
儀
式
三
十
巻
末
に
「
黒
部
王
記
に
は
、
百
官
主
典
以
上
称
刀
祢
也
と
注

　
す
」
と
あ
る

②
刀
祢
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
小
林
昌
二
門
刀
禰
論
」
（
噸
日
本
古
代
の
村
落

　
と
農
民
支
瀧
輪
所
収
、
塙
害
房
、
平
成
十
二
年
、
初
出
は
昭
和
四
九
年
）
、
丹
生

　
谷
哲
一
「
在
地
刀
祢
の
形
成
と
歴
史
的
位
遣
」
（
噸
日
本
中
世
の
身
分
と
社
会
臨
所

　
収
、
塙
留
置
、
平
成
五
年
、
初
出
は
昭
和
五
【
年
）
、
梅
村
喬
「
平
安
時
代
土
地

　
公
証
制
試
論
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
臨
一
七
三
、
平
成
十
三
年
）
な
ど
の
文
献
リ
ス
ト

　
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
例
え
ば
、
丹
生
追
山
～
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
「
元
来
、
律
令
官
人
の
汎
称

　
に
過
ぎ
な
か
っ
た
刀
祢
が
、
律
令
体
制
の
弛
緩
に
伴
っ
て
、
八
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
、

　
ま
っ
た
く
新
し
い
歴
史
的
役
割
を
撹
っ
て
登
場
し
て
く
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

④
古
事
記
鳳
雛
茎
二
（
『
本
居
宣
長
全
集
輪
十
一
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
四
年
）
。

刀祢源流考’（虎尾）

第
一
節
　
二
宮
正
彦
説
の
検
討

　
先
に
、
刀
祢
A
す
な
わ
ち
、
要
人
の
称
呼
と
し
て
の
刀
祢
に
つ
い
て
は
、
従
来
本
格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

そ
の
稀
な
研
究
の
一
つ
が
昭
和
三
六
年
に
発
表
さ
れ
た
二
宮
正
彦
氏
の
そ
れ
で
あ
る
。
当
時
は
平
安
時
代
以
降
の
刀
祢
、
す
な
わ
ち
刀
祢
B
に

つ
い
て
の
研
究
が
活
発
で
あ
っ
た
が
、
氏
は
そ
の
原
初
形
態
と
し
て
、
奈
良
時
代
の
刀
祢
の
実
態
に
つ
い
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
奈
良
時
代
の
出
費
に
は
、
刀
祢
A
の
み
な
ら
ず
、
刀
祢
B
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
刀
祢
A
を
始
め
て
本
格
的
に
検
討
対

象
と
し
て
取
り
上
げ
た
点
は
高
く
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
結
果
的
に
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
説
き
及
ん
で
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。

　
さ
て
、
二
宮
氏
は
奈
良
時
代
の
刀
祢
の
実
体
を
在
地
有
力
者
と
し
て
の
刀
養
す
な
わ
ち
、
小
稿
の
い
わ
ゆ
る
刀
祢
B
と
看
倣
し
、
こ
の
刀
祢
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B
に
由
来
す
る
擬
制
的
名
称
と
し
て
同
じ
く
刀
祢
A
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
刀
祢
B
と

刀
祢
A
と
の
関
係
は
、
「
刀
祢
」
が
本
来
的
に
「
祭
礼
に
供
奉
す
る
者
」
を
指
す
語
で
あ
る
こ
と
を
媒
介
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
よ
う

の
語
義
を
有
す
る
在
地
の
「
刀
祢
」
が
祭
儀
に
関
与
す
る
特
定
の
官
人
層
に
つ
い
て
も
次
第
に
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
し
か
し
な
が
ら
、
氏
説
に
は
異
論
の
余
地
が
少
な
か
ら
ず
存
す
る
。
そ
も
そ
も
、
礼
義
は
「
論
叢
」
の
語
義
を
「
神
職
以
外
で
祭
礼
に
供
奉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
る
者
」
と
捉
え
る
折
口
信
夫
の
民
俗
学
的
解
釈
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
解
釈
は
歴
史
学
的
な
根
拠
を
殆
ど
持
た
な
い
か
ら
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、
二
宮
氏
自
身
は
奈
良
時
代
前
後
の
刀
祢
の
実
態
の
中
に
、
折
口
の
解
釈
と
適
合
す
る
も
の
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か

し
、
果
た
し
て
そ
う
か
。
先
ず
は
こ
の
点
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
氏
が
さ
よ
う
の
例
と
し
て
引
い
た
の
は
、
具
体
的
に
は
六
つ
の
史
料
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
内
容
的
に
重
複
す
る
も
の
を
避
け
て
、
次
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

点
の
み
を
当
該
箇
処
に
限
っ
て
抄
出
す
る
。

　
1
、
延
喜
祝
詞
式
5
広
瀬
大
恩
祭
条

　
　
王
等
臣
等
百
官
人
等
、
倭
国
乃
六
二
県
能
相
祢
、
男
女
ホ
至
莇
、
今
年
某
月
某
日
諸
参
出
来
星
、
皇
神
前
垂
宇
事
物
頸
根
落
籍
弓
「
朝
日

　
　
乃
豊
逆
登
示
称
辞
寛
奉
暫

　
2
、
止
由
気
宮
儀
式
帳
「
三
節
祭
等
井
年
中
行
事
月
記
事
」

　
　
正
月
例

　
　
以
二
朔
日
卯
時
ハ
禰
宜
内
人
物
忌
等
、
皆
悉
参
集
神
宮
拝
奉
…
…
即
事
悉
御
厨
参
向
、
端
太
神
宮
司
率
三
一
所
太
神
宮
禰
宜
内
人
井
二
箇
郡

　
　
司
及
諸
刀
祢
等
↓
二
所
太
神
宮
拝
奉
、

　
二
宮
氏
は
2
に
見
え
る
「
刀
祢
」
に
つ
い
て
、
内
外
両
宮
の
神
職
・
諸
司
官
人
・
郡
司
な
ど
に
も
該
当
せ
ず
郡
司
に
次
ぐ
在
地
有
力
者
の
地

位
を
占
め
て
い
た
た
め
に
両
宮
の
祭
祀
に
参
列
・
拝
礼
し
、
直
会
の
座
に
も
加
わ
る
権
能
を
有
し
て
い
た
と
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
語
言
し
て
一

に
見
え
る
倭
の
六
斎
の
「
刀
祢
」
も
同
様
の
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
以
上
か
ら
「
刀
祢
は
在
地
の
神
社
の
祭
儀
に
参
列
す
る
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権
能
も
有
し
て
い
た
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
推
断
し
、
こ
れ
を
根
拠
に
、
先
の
刀
祢
の
語
義
に
つ
い
て
の
折
口
説
が
明
証
を
得
る
に
至
っ
た
と
す

る
。　

し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
二
宮
氏
の
論
理
自
体
、
い
さ
さ
か
説
得
力
に
欠
け
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
折
口
説
と
は
畢

寛
、
本
来
の
刀
祢
の
主
た
る
権
能
を
「
祭
礼
供
奉
者
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
証
す
る
根
拠
と
し
て
、
二
宮
氏
は
た
だ
刀
祢
の
権
能

の
一
つ
に
祭
儀
の
参
列
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
折
ロ
説
に
と
っ
て
必
要
条
件
と
は
な
り
え
て
も
、
十
分

条
件
と
は
な
り
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
か
よ
う
な
論
理
上
の
難
点
と
は
別
に
、
右
掲
の
史
料
か
ら
一
般
の
刀
祢
の
権
能
と
し
て
「
神
社
の
祭
儀
へ
の
参
列
」
を
抽
出
す
る
こ

と
に
つ
い
て
も
、
疑
問
を
禁
じ
得
な
い
。
右
の
2
に
見
え
る
「
刀
祢
」
が
在
地
の
有
力
者
と
し
て
神
宮
祭
祀
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
な
る

ほ
ど
、
氏
の
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
刀
祢
」
は
当
時
の
伊
勢
神
宮
の
神
郡
た
る
多
気
・
度
会
両
郡
の
刀
祢
で
あ
る
こ
と
、

こ
の
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
神
郡
の
在
地
有
力
者
が
郡
司
や
そ
の
子
弟
ら
と
と
も
に
、
そ
の
郡
を
挙
げ
て
奉
卸
す
る
神
社
の
祭
祀
に
参

列
・
拝
礼
す
る
こ
と
は
蓋
し
当
然
で
あ
る
。
問
題
は
そ
の
参
列
・
拝
礼
が
刀
祢
本
来
の
職
掌
に
基
づ
く
と
い
え
る
か
否
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
折
口
の
説
く
「
神
職
以
外
で
祭
礼
に
供
奉
す
る
者
」
と
し
て
の
参
列
・
拝
礼
と
い
え
る
か
否
か
。
し
か
し
、
右
の
史
料
に
よ
っ
て
知
ら
れ

る
の
は
、
こ
れ
ら
両
神
郡
の
「
刀
祢
」
が
郡
司
や
そ
の
子
弟
と
と
も
に
祭
礼
へ
の
参
列
・
拝
礼
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
郡
司

や
そ
の
子
弟
以
上
に
深
く
祭
礼
の
供
奉
に
関
わ
っ
た
様
子
や
「
祭
礼
供
奉
者
」
と
し
て
独
自
の
存
在
意
義
を
認
め
ら
れ
て
い
た
様
子
は
見
受
け

ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
直
ち
に
両
神
郡
の
「
刀
祢
」
を
「
祭
礼
供
奉
者
」
と
看
倣
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
今
百
歩
を
譲
っ
て
、
仮
に
さ
よ
う
に
看
冷
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
神
郡
以
外
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
甚
だ
危
険
で

あ
る
。
実
に
史
料
1
は
そ
の
一
般
化
の
た
め
の
例
証
に
外
な
る
ま
い
が
、
こ
の
大
思
祭
の
祝
詞
の
場
合
、
「
刀
祢
」
は
あ
く
ま
で
倭
の
詩
話
に

お
け
る
恐
ら
く
は
郡
司
を
も
含
む
在
地
の
有
力
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
「
刀
祢
」
も
ま
た
、
当
祭
礼
に
お

い
て
参
列
・
拝
礼
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
こ
で
共
に
呼
び
掛
け
ら
れ
て
い
る
「
王
等
臣
等
百
官
人
等
」
（
朝
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廷
の
構
成
員
）
や
「
男
女
」
（
県
下
の
一
般
民
）
も
同
様
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
「
刀
祢
」
を
折
ロ
の
い
う
が
ご
と
き
「
祭
礼
供
奉
者
」
と
盗
心
す

な
ら
ば
、
「
諸
等
臣
等
百
官
人
等
」
や
「
男
女
」
も
ま
た
「
祭
礼
供
奉
者
」
と
看
倣
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
1
も
ま
た
、
折
口
説
を

支
え
る
だ
け
の
力
を
備
え
て
い
る
と
は
い
い
難
い
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
二
宮
氏
の
論
理
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
氏
の
引
い
た
史
料
を
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
氏
の
論
説
に
反
し
て
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ

も
折
口
説
の
明
証
た
り
え
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
折
口
説
を
前
提
と
す
る
氏
の
理
解
も
成
立
の

根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
祭
礼
に
供
奉
す
る
者
」
と
し
て
の
在
地
の
「
樵
路
」
の
語
が
、
祭
儀
に
関
与
す
る
特
定
の
官
人
層

に
つ
い
て
も
転
用
さ
れ
る
に
至
る
と
い
う
が
ご
と
き
氏
の
理
解
は
成
り
立
た
な
い
と
考
え
る
。

　
さ
れ
ば
、
刀
祢
A
と
刀
祢
B
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
更
め
て
独
自
に
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
先
ず
刀

祢
A
の
語
義
に
つ
い
て
の
逓
説
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

①
　
二
宮
正
彦
門
奈
良
時
代
に
お
け
る
刀
禰
の
一
考
察
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
臨
二
九
、

　
昭
和
三
六
年
）
。
以
下
、
二
宮
氏
の
所
説
は
こ
の
論
考
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

②
す
で
に
東
野
治
之
氏
も
、
「
大
宝
令
前
の
官
職
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
」

　
（
『
長
屋
王
家
木
簡
の
研
究
』
所
収
、
塙
書
房
、
平
成
八
年
、
初
出
は
昭
和
五
九

　
年
）
に
お
い
て
、
刀
祢
を
神
事
へ
の
参
加
と
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
二
宮
説
に
疑

　
問
を
呈
し
て
い
る
。

③
折
口
信
夫
「
宮
廷
儀
礼
の
民
俗
学
的
考
察
」
（
『
折
口
信
夫
金
集
紬
一
六
、
中
央

　
公
論
社
、
昭
和
四
二
年
）
。
以
下
、
折
口
の
所
説
は
こ
の
論
考
に
よ
る
も
の
と
す

　
る
。
な
お
、
最
近
発
表
さ
れ
た
錦
昭
江
「
刀
祢
の
淵
源
」
（
剛
刀
筆
と
中
世
村
落
輪

　
所
収
、
校
倉
書
房
、
平
成
十
四
年
）
も
、
国
学
や
折
口
さ
ら
に
二
宮
氏
の
研
究
に

　
依
拠
し
つ
つ
、
塩
鱒
の
本
来
の
姿
は
祭
祀
権
を
有
す
る
在
地
有
力
者
で
あ
っ
た
と

　
し
、
官
人
を
指
す
刀
祢
の
用
法
（
刀
祢
A
）
は
こ
こ
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
し
て

　
い
る
。

④
他
に
、
延
喜
祝
詞
式
6
龍
田
風
神
祭
条
、
皇
太
神
宮
儀
式
帳
「
年
中
三
節
祭
時

　
給
儲
備
井
労
作
雑
器
事
」
、
同
「
年
中
行
事
黒
月
記
事
」
、
同
「
神
嘗
祭
供
奉
行

　
嶺
」
が
あ
り
、
前
一
者
は
一
と
、
ま
た
後
三
者
は
2
と
内
容
上
重
複
す
る
。
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第
二
節
　
刀
祢
A
の
語
義
（
1
）
一
通
説
の
検
討
1

聯
か
煩
蹟
に
亙
る
が
、
行
論
の
便
宜
上
、
左
に
刀
祢
A
す
な
わ
ち
、
官
人
の
称
呼
と
し
て
の
刀
祢
の
用
例
を
八
・
九
世
紀
に
限
り
、
ま
た
必
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①

要
箇
処
に
限
っ
て
掲
出
し
て
お
こ
う
。

　
3
、
天
平
五
年
（
七
三
三
）
越
前
国
郡
稲
帳
（
噸
大
B
本
古
文
書
』
一
－
四
六
一
）

　
　
元
日
刀
祢
郡
司
及
軍
毅
井
参
拾
弐
人
食
料
、

　
4
、
天
平
八
年
（
七
三
六
）
薩
麻
国
正
税
帳
（
『
大
日
本
古
文
書
撫
二
一
十
こ

　
　
元
日
拝
朝
庭
刀
祢
国
司
以
下
少
毅
以
上
、
惣
陸
拾
捌
人
、
食
稲
、

　
5
、
天
平
十
年
（
七
三
八
）
駿
河
国
正
税
帳
（
『
大
日
本
古
文
書
臨
二
i
六
七
）

　
　
元
日
拝
朝
刀
祢
拾
壱
人
鯛
糎
頻
雛
肥
丘
三
叩
　
郡
軍
王
帳
巴
上
六
口
食
稲
、

　
6
、
職
員
令
集
解
大
膳
職
条
古
記

　
　
膳
部
注
云
、
食
薦
也
、
内
外
掃
部
司
営
造
充
レ
之
、
饗
二
給
諸
刀
祢
㎝
者
、
即
掃
部
司
、
掌
二
諸
司
食
薦
事
↓

　
7
、
神
護
景
雲
四
年
（
七
七
〇
）
八
月
十
～
日
坂
合
富
浜
足
解
（
『
大
日
本
古
文
書
隔
六
－
八
二
）

　
　
　
坂
合
部
浜
足
解
　
申
請
料
事

　
　
　
右
人
、
於
レ
病
伏
而
不
レ
得
二
参
向
↓
望
請
、
諸
経
祢
等
所
レ
請
如
レ
件
、
伍
注
レ
状
、
以
解
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
景
雲
四
年
八
月
十
～
日
　
専
請
高
橋
春
人

　
8
、
法
曹
類
林
巻
二
百
所
収
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
六
月
三
日
宣
旨

　
　
式
部
手
掌
二
礼
儀
↓
公
会
之
日
、
引
二
帯
域
影
画
中
務
倶
是
刀
祢
、
偏
以
レ
領
二
女
官
↓
不
レ
可
レ
立
二
上
列
↓
…
…
二
季
大
祓
…
…
弁
官
引
二
三

　
　
省
輔
丞
録
ハ
申
二
刀
祢
数
於
大
臣
一
…
…

　
9
、
類
聚
三
代
格
所
収
弘
仁
六
年
（
八
～
五
）
十
一
月
十
四
日
官
符

　
　
太
政
官
符

　
　
　
定
下
式
部
兵
部
相
論
給
二
季
禄
｝
日
儀
式
上
事
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一
兵
部
省
解
俗
、
十
二
月
廿
二
日
二
二
大
蔵
省
一
給
　
春
夏
禄
ハ
子
レ
時
弁
官
喚
二
式
兵
二
省
｝
宣
、
早
列
二
刀
祢
ハ
帯
磁
承
レ
宣
相
分
列
一
立
刀

　
　
祢
↓
而
式
部
召
二
此
省
【
勘
云
、
…
…
望
請
、
依
レ
法
二
省
相
分
別
各
列
二
刀
祢
ハ

ー
0
、
内
裏
式
下
任
官
式

其
大
臣
者
以
二
宣
命
　
任
…
…
其
儀
…
…
大
臣
面
様
召
二
刀
祢
↓
少
避
雷
称
唯
㍉
出
営
レ
宵
「
式
部
率
二
刀
祢
｝
入
、
駈
野
営
阯
ひ
豫
玉
算
鯉
椴

際
バ
廻
啄
次
応
レ
任
者
参
入
…
…
専
制
云
…
…
刀
祢
共
称
唯
再
拝
、
更
宣
云
…
…
刀
祢
等
共
称
唯
、
再
拝
退
出
、
詑
被
レ
任
者
拝
舞
退
出
、

1
1
、
続
日
本
後
紀
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
五
月
甲
申
条

　
近
習
臣
湖
中
納
雷
藤
原
朝
臣
良
房
以
下
、
三
二
殿
下
一
挙
哀
、
右
大
臣
藤
原
朝
臣
三
守
率
二
公
卿
百
官
及
刀
祢
等
↓
於
　
会
昌
門
前
庭
↓
挙
哀

　
三
日
、
毎
レ
日
三
度
、

1
2
、
儀
式
巻
一
祈
年
祭
儀
肱
据
鰍
膿
棚
財
一
日

大
臣
宣
、
式
部
乎
刀
掬
網
レ
入
止
宣
遍
、
運
命
云
、
式
部
乎
三
宮
奉
レ
入
落
宣
、
輔
異
邦
、
率
群
官
一
入
レ
自
二
南
門
納
就
二
南
舎
座
↓
北
面
南
上
、

1
3
、
儀
式
巻
五
鎮
魂
祭
儀

　
大
臣
宣
、
奉
レ
入
二
刀
祢
↓
丞
称
唯
、
出
復
二
本
列
↓
仰
云
、
令
レ
奉
λ
刀
祢
↓
録
…
…
仰
云
、
奉
レ
入
一
力
祢
↓
省
掌
称
唯
、
少
難
字
、
大

夫
等
参
拝
、
五
位
以
上
先
入
就
二
堂
上
座
↓
…
…
大
臣
宣
、
喚
矢
蔵
省
…
…
大
臣
宣
、
賜
二
髪
木
綿
↓
丞
…
…
率
二
録
史
生
童
部
等
↓
入

先
賜
二
神
祇
官
人
↓
次
早
事
二
大
臣
↓
録
賜
二
五
位
已
上
↓
次
史
生
賜
二
判
官
以
下
王
典
已
上
↓
蔵
部
賜
二
史
生
以
下
平
出
鳶
職
腋
嫉
淋
綿

　
　
　
　
　
　
　
　
②

1
4
、
儀
式
巻
五
大
祓
儀

　
　
大
祓
儀
駄
朋
恐
町
雛
踊
雌
緻
岩

　
其
日
午
四
刻
…
…
未
一
刻
、
外
記
已
下
丁
丁
レ
座
、
自
余
諸
司
屯
二
立
論
塾
舎
東
頭
↓
…
…
以
上
就
レ
座
、
女
官
亦
就
レ
座
、
干
レ
時
、
式
兵

　
二
省
省
叢
書
レ
座
、
立
湘
一
舎
東
頭
↓
唱
二
計
叢
記
↓
賦
繍
號
囎
…
…
式
部
丞
命
云
、
司
下
話
刀
祢
数
札
早
速
令
レ
申
、
式
部
省
掌
称
唯
、
…
…
式

　
部
野
壷
引
二
列
文
官
一
双
継
描
功
就
二
式
部
版
↓
貫
首
者
申
云
、
司
司
申
冬
刀
祢
数
昇
進
止
申
、
…
…
式
部
藤
葛
云
、
刀
祢
令
二
参
進
納
省
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掌
称
唯
、
兵
部
亦
同
…
…
式
兵
二
省
丞
録
引
二
文
武
官
刀
祢
…
列
立
、

1
5
、
儀
式
巻
五
譲
国
儀

当
日
真
旦
、
太
政
官
召
二
式
部
省
↓
仰
下
可
レ
令
レ
集
二
会
丁
丁
㎜
之
状
ゐ
…
…
式
部
計
二
引
百
官
人
身
南
門
外
一
…
…
大
臣
喚
二
舎
人
及
親
王
已

　
下
参
入
等
儀
、
如
レ
常
㍉
艘
謹
㍊
跡
胚
磁
卿
酷
鼎
舗

1
6
、
儀
式
巻
五
立
皇
后
儀

前
一
日
、
太
政
官
召
二
式
部
省
↓
塗
下
可
レ
令
レ
集
一
会
二
軸
一
之
状
炉
当
日
早
朝
、
中
務
省
置
二
ゆ
耳
輪
肥
溜
尋
常
版
北
↓
式
部
丞
録
率
【
史
生
省

画
等
一
隻
二
建
陣
門
前
庭
↓
東
西
二
分
、
列
一
立
刀
祢
↓
干
レ
時
、
閤
内
大
臣
喚
「
舎
人
　
如
レ
常
、
親
王
以
下
、
応
レ
召
、
左
右
相
分
参
入
妬

配
翫
華
舞
曜
顯
嘱
ハ
・
…
：
後
日
早
朝
、
外
記
召
二
式
部
省
↓
仰
下
町
レ
令
レ
集
二
会
刀
祢
…
之
面
謁
時
刻
親
王
以
下
参
入
短
脆
膨
枇
縛
靴
紳
矧
．

1
7
、
儀
式
巻
六
元
正
朝
賀
儀

式
部
丞
録
率
二
史
生
省
掌
箏
…
…
就
二
百
天
門
左
右
閣
道
壇
上
座
一
…
…
録
二
人
率
更
生
省
豊
猟
分
二
列
朱
雀
門
東
西
侯
舎
前
一
…
…
整
二
列

　
六
位
以
下
刀
祢
｝
…
…
兵
庫
頭
進
、
申
二
閣
内
大
臣
」
云
、
令
レ
撃
下
三
野
祢
…
鼓
い
大
臣
宣
、
令
レ
撃
…
…
騰
落
云
、
脚
下
喚
二
刀
祢
｝
早
上
…

営
門
豊
町
応
、
皇
太
子
始
二
選
下
座
↓
参
議
以
上
依
レ
次
降
レ
堂
、
就
レ
列
而
入
…
…
省
掌
二
人
趨
進
、
互
称
二
大
夫
等
応
参
進
↓
各
一
声
、

　
五
位
以
上
依
レ
次
、
自
二
会
昌
門
東
西
戸
一
参
入
…
…
式
部
録
率
二
六
位
已
下
刀
祢
↓
左
右
相
思
、
入
レ
自
二
同
門
↓
親
王
入
レ
自
二
顕
親

　
門
｝
…
…
就
レ
位
、
詑
式
部
史
生
左
右
相
分
、
録
二
諸
司
六
位
刀
祢
見
参
↓

1
8
、
儀
式
巻
六
正
月
二
日
朝
拝
皇
后
儀

省
掌
趨
進
云
、
大
夫
等
参
進
、
二
声
、
五
位
已
上
以
レ
次
参
入
…
…
列
一
群
夕
暉
門
外
…
…
次
再
録
率
二
六
位
以
下
三
蓋
↓
入
列
「
立
五
位

　
之
後
↓

1
9
、
儀
式
巻
七
釈
璽
講
論
儀

式
部
省
率
二
五
位
巳
上
六
位
已
下
刀
祢
井
小
学
生
以
上
ハ
単
二
列
閤
門
外
東
酉
賦
謂
坂
古
傷
馬
鐸
謝
虹
艀
継
謂
砒
耽
禰
七
難
上
蓋
・
…
：
夫
臣
宣
、
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奉
レ
入
一
力
祢
↓
輔
称
唯
、
退
復
二
本
列
↓
仰
レ
録
云
、
刀
祢
令
レ
奉
レ
入
、
録
蕉
門
、
喚
二
輪
掌
名
↓
省
単
称
唯
、
黒
蝿
云
、
奉
レ
入
二
刀
祢
↓

省
掌
称
唯
、
少
進
云
、
大
夫
等
応
二
参
進
↓
五
位
以
上
入
レ
自
二
閤
門
｝
就
レ
座
…
…
詑
六
位
以
下
東
西
露
分
参
入
、
詑
式
部
輔
以
下
率
二
刀
祢
↓

野
田
立
門
外
一
如
レ
初
、
親
王
以
下
五
位
以
上
入
レ
自
二
閤
門
東
扉
一
就
レ
標
、
式
部
率
二
六
位
以
下
↓
東
西
書
分
、
小
学
生
以
上
各
界
就
レ
標
、

2
0
、
儀
式
巻
九
四
月
十
五
日
授
成
選
位
記
儀

大
臣
宣
、
式
部
兵
部
省
乎
率
二
刀
祢
【
参
来
止
宣
遍
…
…
二
省
輔
共
称
唯
、
輔
左
右
相
分
参
入
、
立
二
順
子
後
布
次
丞
録
参
入
立
二
床
後
↓
次

省
掌
左
右
相
分
、
各
率
考
選
官
及
朝
集
使
井
選
人
一
参
入
、

2
1
、
儀
式
巻
十
挙
哀
儀

式
部
率
二
四
位
以
下
刀
祢
↓
左
右
列
二
立
朝
集
堂
前
ハ

2
2
、
延
喜
斎
宮
式
8
2
最
合
条

　
凡
斎
内
親
王
参
二
祭
之
潔
↓
国
司
目
已
上
名
簿
、
在
前
移
一
斎
宮
｝
令
レ
ト
、
其
最
合
者
一
人
下
層
、
其
三
時
祭
月
十
五
日
、
大
祓
処
申
二
刀

　
祢
数
一
蠕
韓
噛
講
憾
解
秩
齪
鞍

2
3
、
延
喜
太
政
官
式
鵬
節
会
見
参
条

凡
諸
節
会
五
位
已
上
見
参
者
、
未
レ
召
一
刀
祢
之
前
、
式
部
省
導
管
真
葛
↓
進
二
太
政
官
一
…
…

2
4
、
延
喜
式
部
式
下
1
4
朔
日
兇
参
条

　
其
中
～
人
進
申
云
、
司
司
申
久
刀
祢
能
数
能
札
進
登
申
、

2
5
、
延
喜
式
部
式
下
1
6
七
日
叙
位
条

先
レ
是
、
省
率
二
四
位
已
下
刀
祢
等
↓
列
一
骨
門
外
哨
子
レ
時
、
少
納
言
出
喚
二
五
位
已
上
↓
分
頭
参
入
、
録
正
二
容
止
↓
次
六
位
已
下
参
入
、

　
省
掌
正
二
容
止
↓
最
後
者
比
レ
到
一
堂
下
ハ
省
官
亦
率
二
叙
人
｝
入
立
、

2
6
、
延
喜
式
部
式
下
2
6
蕃
使
宴
条
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当
日
参
議
已
上
就
二
延
高
堂
↓
省
率
二
四
位
已
下
刀
祢
↓
列
二
立
堂
前
一
…
…
依
レ
召
五
位
已
上
参
入
、
録
正
二
容
止
↓
次
六
位
已
下
参
入
、
省
掌

　
　
正
二
容
止
↓

　
2
7
、
延
喜
兵
部
式
4
大
射
条

　
　
当
日
…
…
輔
已
下
行
二
点
検
↓
事
詑
聞
喚
鴬
声
ハ
引
二
刀
祢
一
参
入
、
就
レ
座
如
レ
常
、
次
射
手
入
、

　
2
8
、
延
喜
弾
正
式
3
0
元
正
条

　
　
凡
元
正
之
日
、
糺
二
弾
五
位
以
上
諸
王
諸
臣
威
儀
、
井
著
用
物
色
違
制
、
及
朝
拝
感
懐
等
非
違
↓

　
2
9
、
延
喜
弾
正
式
3
1
朝
拝
条

　
　
凡
朝
拝
之
時
、
式
部
省
引
二
刀
祢
一
列
二
朱
雀
門
外
↓
詑
忠
以
下
左
右
分
列
糺
二
弾
非
違
↓

　
3
0
、
延
喜
春
宮
式
9
釈
璽
講
説
条

　
　
凡
春
秋
二
仲
月
上
丁
、
東
宮
観
二
釈
婁
講
説
一
…
…
式
部
財
力
祢
一
列
【
門
外
↓

　
3
1
、
延
喜
春
宮
式
2
5
東
宮
鎮
魂
条

　
　
凡
東
宮
鎮
魂
日
、
所
司
装
一
束
宮
内
省
同
レ
御
…
…
式
部
引
二
刀
祢
一
参
入
就
レ
座
、

　
さ
て
、
こ
の
刀
祢
A
の
語
義
と
し
て
は
、
一
般
に
は
、
先
述
の
ご
と
く
、
吏
部
王
記
の
「
百
官
主
典
以
上
称
刀
祢
」
を
根
拠
に
マ
王
典
以
上

の
官
人
」
と
す
る
通
説
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
通
説
は
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

　
実
体
と
し
て
「
百
官
主
典
以
上
」
を
表
し
た
用
例
は
、
確
か
に
存
す
る
。
右
掲
の
9
に
見
え
る
「
雷
門
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
「
刀
祢
」

は
季
禄
の
支
給
対
象
す
な
わ
ち
、
職
事
官
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
実
体
は
明
ら
か
に
「
百
官
主
典
以
上
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
1
4
の
大
祓
に
見
え
る
「
文
武
官
命
祢
」
も
恐
ら
く
同
様
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
さ
ま
で
に
明
確
と
は
い
え
ぬ
も
の
の
、

実
体
と
し
て
「
五
位
以
上
」
（
「
四
位
以
下
」
）
「
六
位
以
下
」
を
明
示
し
て
い
る
諸
他
の
用
例
に
つ
い
て
も
、
実
質
的
に
は
ほ
と
ん
ど
「
百
官
主

典
以
上
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
先
ず
「
六
位
以
下
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
か
よ
う
に
儀
場
に
参
入
す
る
「
六

11 （151）



位
以
下
」
が
大
方
職
事
官
1
1
「
百
官
主
典
已
上
」
に
限
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
六
位
以
下
の
節
会
不
参
に
対
す
る
制
裁
が
専
ら
季
禄
の
没

　
　
　
　
③

収
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
容
易
に
類
推
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
五
位
以
上
」
に
つ
い
て
は
、
職
事
官
の
み
な
ら
ず
、
散
位
を
も
含
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

い
る
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
散
位
五
位
以
上
の
場
合
、
職
事
官
に
准
じ
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
、
例
え
ば
養
老
三
年
創
設
の
把
笏
制
に
明
ら
か
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
下
掲
の
「
刀
祢
」
の
諸
例
の
実
体
を
な
す
者
は
、
多
く
の
場
合
、
な
る
ほ
ど
現
実
に
は
「
百
官
主
典
以
上
」
と
言
い
表
し
う

る
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
吏
部
王
記
の
解
釈
も
恐
ら
く
は
そ
の
よ
う
な
現
実
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
正
し
い
解
釈

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
刀
祢
A
の
実
体
が
大
方
「
百
官
主
典
已
上
」
で
あ
る
こ
と
は
確
認
し
え
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
刀
祢
A
の
語
義

と
考
え
て
よ
い
か
否
か
は
自
ず
か
ら
別
の
問
題
で
あ
る
。
実
は
、
僅
か
と
は
い
え
、
明
ら
か
に
「
百
官
主
典
以
上
」
以
外
の
者
を
そ
の
実
体
と

す
る
用
例
も
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
1
1
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
淳
和
太
上
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
会
昌
門
前
庭
で
の
挙
哀
を
伝
え

る
が
、
右
大
臣
に
引
率
さ
れ
た
臣
下
が
「
公
卿
百
官
及
刀
黒
々
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
「
刀
祢
等
」
は
明
ら

か
に
「
公
卿
百
官
」
と
区
別
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
実
体
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
る
と
し
て
、
少
な
く
と
も
「
百
官
主
典

以
上
」
を
含
ま
な
い
用
例
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
明
ら
か
に
「
百
官
主
典
以
上
」
以
外
の
者
を
実
体
と
し
て
含
む
用
例
も
存
す

る
。
さ
よ
う
の
例
と
し
て
は
、
先
ず
5
を
挙
げ
得
る
。
5
の
元
日
朝
拝
の
「
甘
薯
」
十
一
入
中
の
内
訳
と
し
て
見
え
る
「
主
倒
已
上
」
の
郡
司

六
名
と
「
少
毅
已
上
」
の
軍
毅
二
名
と
が
「
百
官
主
典
已
上
」
と
言
え
る
か
、
そ
の
こ
と
も
疑
問
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
何
よ
り
「
国
司
史
生

已
上
三
口
」
と
し
て
、
国
司
三
半
の
中
に
分
翌
旦
た
る
「
史
生
」
を
数
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
か
よ
う
な
目
で
見
る
と
、
4
の
「
国

司
以
下
薬
石
以
上
」
に
も
史
生
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
な
し
と
し
な
い
。
次
い
で
、
1
3
の
「
刀
祢
」
も
仔
細
に
見
れ
ば
、
「
百
官
主
典
已
上
」

の
み
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
鎮
魂
祭
の
儀
場
に
参
入
せ
し
め
ら
れ
た
「
導
管
」
は
、
後
半
で
は
璽
木
綿
の
賜
与
に
預
か
る
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
「
判
官
以
下
主
典
已
上
」
と
並
ん
で
「
史
生
以
下
」
も
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
「
百
官
主
典
以

上
」
を
含
ま
な
い
も
の
や
、
「
史
生
（
以
下
）
」
を
そ
の
実
体
と
し
て
含
む
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
刀
祢
A
の
語
義
を
一
義
的
に
「
百
官
主
典
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已
上
」
と
限
定
す
る
こ
と
に
は
、
勢
い
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
い
。
こ
れ
ら
を
諸
他
と
比
較
し
て
、
特
殊
な
事
例
と
は
看
窪
し
難
い
か
ら
で

あ
る
。

　
か
く
し
て
、
明
ら
か
に
「
百
宮
主
典
已
上
」
に
非
ざ
る
者
が
そ
の
実
体
に
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
刀
圭
A
の
語
義
を
「
百
官
主
典
已
上
」
と

す
る
通
説
は
必
ず
し
も
妥
当
な
も
の
と
は
い
え
ず
、
こ
こ
に
慰
め
て
そ
の
用
例
を
検
討
し
て
よ
り
妥
当
な
語
義
を
探
求
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要

に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
探
求
さ
る
べ
き
刀
祢
A
の
語
義
は
、
今
一
つ
の
刀
祢
、
す
な
わ
ち
都
市
・
村
落
の
有
力
者
を
実
体
と

す
る
刀
祢
B
と
も
確
実
に
、
し
か
も
本
質
的
に
連
関
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
と
こ
ろ
で
、
刀
祢
A
の
語
義
を
考
え
る
上
で
手
が
か
り
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
刀
祢
A
の
用
法
が
特
殊
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

以
下
、
節
を
更
め
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

①
但
し
、
儀
式
文
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
都
合
上
（
1
）
儀
式
巻
八
内
裏
任
官
儀
、

　
（
2
）
同
書
巻
藁
立
皇
太
子
儀
、
（
3
）
同
書
巻
五
天
皇
即
位
儀
の
王
例
を
割
愛

　
し
た
。
（
1
）
は
1
0
と
、
（
2
）
は
1
6
と
、
（
3
）
は
1
7
と
そ
れ
ぞ
れ
内
容
上
重
複

　
ま
た
は
類
似
す
る
か
ら
で
あ
る
。

②
掲
出
文
中
、
「
自
余
諸
司
」
以
下
に
つ
い
て
は
、
新
訂
増
補
故
実
叢
草
本
も
神

　
道
大
系
本
も
左
の
ご
と
く
排
印
し
て
い
る
（
傍
点
・
傍
線
引
用
者
）
。

　
　
自
余
諸
司
屯
立
東
侯
逸
玉
頭
、
干
時
、
式
兵
二
省
省
掌
以
起
上
座
、
脚
立
座
舎

　
　
女
塾
三
頭
、
亦
唱
心
計
田
刀
祢
、

　
神
道
大
系
本
の
儀
式
は
、
薪
訂
増
補
故
実
叢
書
本
と
同
じ
く
天
保
五
年
の
木
版
本

　
を
底
本
と
し
つ
つ
、
さ
ら
に
小
浜
市
立
図
書
館
伴
信
友
文
庫
本
以
下
王
十
本
を
も

　
っ
て
校
合
し
た
校
本
で
あ
る
が
、
三
篠
の
箇
処
に
つ
い
て
は
一
切
校
異
注
を
付
し

　
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
諸
本
閥
に
異
同
な
き
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
「
省
掌
」
以

　
下
の
一
文
に
は
明
ら
か
に
錯
簡
が
存
す
る
。
神
道
大
系
本
の
校
訂
者
（
渡
辺
直
彦

　
氏
）
は
傍
点
九
字
の
う
ち
、
上
の
二
字
を
除
く
「
就
」
以
下
の
七
字
に
つ
い
て

　
各
々
細
身
ヵ
」
と
注
し
、
さ
ら
に
そ
の
七
字
の
う
ち
上
の
二
字
を
除
く
「
女
」
以

下
五
字
す
な
わ
ち
「
女
官
亦
就
座
」
を
、
右
掲
三
頭
の
「
自
余
…
…
田
頭
」
に
直

接
す
べ
き
も
の
と
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
傍
線
四
字
に
つ
い
て
も
二
字
目
三
字

目
を
顛
倒
さ
せ
て
原
文
を
門
以
上
起
座
駄
と
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
右
掲
を

見
れ
ば
容
易
に
気
付
く
よ
う
に
、
「
省
掌
扁
と
末
尾
の
「
刀
銘
」
と
の
問
の
十
七

字
は
、
傍
点
九
字
「
以
上
就
座
女
官
去
就
座
偏
と
非
傍
点
八
字
「
起
座
立
舎
東
頭

唱
計
」
と
が
互
い
に
一
字
を
隔
て
て
入
れ
違
い
に
整
然
と
並
び
、
し
か
も
各
々
別

個
に
文
章
と
し
て
の
体
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
文
は
本
来
前
後
二

行
に
配
置
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
か
の
事
情
で
二
行
で
は
な
く
一

行
に
見
誤
ら
れ
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
内
容
か
ら
見
て
も
、
前

者
は
「
…
…
以
上
複
座
、
女
富
玉
虫
座
」
の
ご
と
き
文
と
し
て
、
「
干
蒔
」
よ
り

前
、
「
自
余
…
…
東
田
」
よ
り
後
に
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
し
、
後
者
は
「
省

掌
起
座
、
立
舎
樹
頭
、
唱
計
刀
祢
」
の
ご
と
き
一
文
と
し
て
、
前
後
の
「
省
掌
扁

と
門
刀
祢
扁
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
右

掲
は
本
来
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
座
に
女
官
に
至
る
ま
で
が
着
座
し
た
後
、

式
兵
両
省
に
よ
る
刀
祢
の
唱
計
を
行
う
、
と
い
う
次
第
を
述
べ
た
文
と
し
て
理
解
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で
き
る
。
本
文
掲
出
文
は
以
上
の
推
定
に
基
づ
い
て
い
る
。
な
お
、
本
文
に
は
敢

え
て
掲
出
し
な
か
っ
た
が
、
前
者
前
半
の
脱
文
を
～
部
補
う
と
す
れ
ば
、
「
…

（
大
臣
以
下
五
位
）
以
上
就
座
、
女
官
亦
就
座
」
で
あ
ろ
う
。

③
例
え
ば
、
延
喜
式
部
式
上
2
元
正
不
参
条
な
ど
。

④
続
紀
養
老
三
年
二
月
壬
鋼
条
。
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第
三
節
　
刀
祢
A
の
語
義
（
E
）
1
引
手
A
の
特
殊
性
1

　
右
掲
の
刀
祢
A
の
用
例
を
一
覧
し
て
容
易
に
気
付
く
の
は
、
7
を
除
き
他
は
金
て
儀
式
・
節
会
・
祭
氾
・
饗
宴
（
以
下
、
広
義
に
「
儀
式
」
の

語
で
あ
ら
わ
す
）
に
関
連
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
儀
式
条
文
た
る
1
2
～
2
1
は
更
め
て
説
明
を
要
さ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
以
外
で
も
、
3
～
5
の

郡
稲
帳
・
正
税
帳
で
は
い
ず
れ
も
国
衙
で
の
元
日
拝
朝
、
6
の
古
記
で
は
饗
宴
、
9
の
官
符
で
は
給
諸
書
儀
、
1
0
の
内
裏
式
で
は
大
臣
任
官
儀
、

11

ﾅ
は
先
述
の
ご
と
く
挙
哀
に
そ
れ
ぞ
れ
関
連
し
て
「
刀
祢
」
が
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
2
2
～
3
1
の
延
喜
式
条
で
も
、
多
岐
に
亙
る
が
、
結
局
は

や
は
り
「
儀
式
」
に
関
連
し
て
「
刀
祢
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
刀
祢
A
と
は
史
料
上
で
は
決
し
て
広
く
一
般
的
に
用
い
ら
れ

る
語
で
は
な
い
。
「
儀
式
」
に
の
み
関
連
し
て
限
定
的
に
用
い
ら
れ
る
特
殊
な
語
で
あ
る
。
こ
の
点
が
先
ず
重
要
で
あ
る
。

　
さ
れ
ば
、
刀
懸
A
と
は
「
儀
式
」
と
の
い
か
な
る
関
連
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
遠
縁
の
多
く

の
用
例
に
お
い
て
、
「
刀
祢
」
や
そ
の
実
体
を
指
す
語
（
「
五
位
以
上
」
「
六
位
以
下
」
な
ど
）
を
め
ぐ
っ
て
、
特
定
の
共
通
す
る
述
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
参
入
」
「
入
」
・
「
参
進
」
・
「
列
立
」
「
列
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
1
8
の
朝
拝
皇
后
儀
で
は
「
刀

祢
」
の
う
ち
、
先
ず
「
五
位
已
上
」
が
儀
場
に
「
参
入
」
し
て
逆
説
門
外
に
「
列
立
」
し
、
次
い
で
「
六
位
以
下
」
が
「
入
」
っ
て
五
位
の
後

に
「
列
立
」
す
る
。
諸
他
の
用
例
に
お
い
て
も
、
か
く
ま
で
明
示
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
「
刀
祢
」
は
儀
場
に
「
参
入
」
し
、
「
列
立
」
す
る
者

と
し
て
登
場
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
右
掲
の
用
例
に
あ
っ
て
は
、
濡
場
に
参
入
し
て
列
立
す
る
官
公
ら
を
意
識
的
に
「
刀

祢
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
単
に
官
人
ら
を
「
刀
祢
」
と
言
い
換
え
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
刑

場
に
参
入
し
て
列
立
す
る
」
と
い
う
動
作
・
状
態
に
力
点
を
置
き
、
そ
の
よ
う
な
動
作
・
状
態
に
あ
る
べ
き
官
人
ら
の
謂
と
し
て
「
感
賞
」
を
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用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
豊
年
す
れ
ば
、
こ
の
「
刀
祢
」
な
る
名
詞
は
い
わ
ば
特
定
の
動
作
・
状
態
を
含
意
す
る
特
殊
な
名
詞
な
の
で
あ
る
。

こ
の
語
の
か
か
る
特
殊
性
は
3
～
5
の
「
刀
祢
」
の
用
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
層
明
確
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
先
述
の
ご
と
く
、
3
～
5
の
郡
稲
帳
・
正
税
帳
の
「
刀
祢
」
は
い
ず
れ
も
国
庁
で
の
元
日
頭
型
に
関
連
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
期

の
も
の
と
し
て
伝
存
す
る
左
掲
の
二
つ
の
正
税
帳
に
も
、
こ
の
国
衙
で
の
元
日
拝
朝
に
つ
い
て
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。

　
3
2
、
天
平
九
年
但
馬
国
正
税
帳
（
『
大
日
本
古
文
書
駈
ニ
ー
五
五
）

　
　
依
レ
令
元
日
設
レ
宴
、
充
稲
伍
束
三
把
、
酒
難
山
陸
升
、
（
拝
朝
参
国
司
以
下
軍
毅
以
上
、
惣
廿
六
人
）

　
3
3
、
天
平
十
年
淡
路
国
正
税
帳
（
『
大
日
本
古
文
書
』
　
T
～
〇
二
）

　
　
元
日
設
レ
宴
、
給
米
弐
升
、
充
稲
騨
把
、
酒
弐
升
、
（
拝
朝
凪
参
国
司
長
富
以
下
史
生
已
上
、
合
二
人
）

　
3
～
5
と
同
様
、
元
日
拝
朝
の
儀
の
出
席
者
に
対
す
る
稲
・
酒
の
支
出
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
刀
祢
」
の
語
を
用
い
て
い

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
注
意
を
惹
く
の
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
は
3
～
5
で
「
刀
祢
」
の
語
を
用
い
て
い
る
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
箇
所
に
、

「
参
」
の
字
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
試
み
に
4
と
3
3
の
関
係
部
分
を
左
の
ご
と
く
並
べ
て
対
照
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
4
、
拝
朝
庭
刀
祢
国
司
以
下
少
毅
以
上
、

　
　
　
3
3
、
拝
朝
庭
参
国
司
長
官
以
下
史
生
已
上
、

　
一
見
し
て
、
前
者
の
「
早
早
」
と
後
者
の
「
参
」
と
は
互
い
に
置
換
可
能
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
っ
と
も
、
前
者
は
名
詞
で
あ
る
の
に

対
し
、
後
者
は
動
詞
で
あ
る
か
ら
、
置
換
可
能
と
言
っ
て
も
、
「
斗
出
」
を
そ
の
ま
ま
「
参
ル
」
の
意
に
と
っ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
刀
祢
」
な
る
名
詞
が
「
参
」
の
よ
う
な
動
詞
と
置
換
可
能
で
あ
る
点
に
こ
そ
、
こ
の
語
の
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
「
刀
祢
」
は
単
な
る
官
人
ら
の
謂
で
は
な
い
。
し
か
も
、
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
は
よ
り
明
確
に
「
参
ル
」

す
な
わ
ち
「
儀
場
に
参
入
す
る
」
の
意
を
含
み
込
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
3
～
5
の
「
刀
些
し
は
儀
制
令
1
8
元
日
国
司
条

に
規
定
さ
れ
た
国
難
で
の
元
日
拝
朝
の
晒
場
に
参
入
し
恐
ら
く
は
列
立
し
た
官
人
で
あ
る
こ
と
を
明
示
的
に
表
現
す
る
語
で
あ
っ
た
。
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か
く
し
て
、
3
～
5
の
用
例
の
検
討
に
よ
り
、
国
土
A
が
「
儀
場
に
参
入
し
て
列
立
す
る
」
と
い
う
い
わ
ば
特
定
の
動
作
・
状
態
を
含
意
す

る
特
殊
な
名
詞
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
一
層
明
確
に
な
っ
た
。
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
刀
祢
A
の
語
義
は
「
「
儀
式
」
の
儀
場
に
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

入
し
て
列
立
す
る
官
人
ら
」
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
刀
祢
A
は
か
よ
う
に
解
す
べ
き
語
な
の
で
あ
っ
て
、
一
義
的
に
「
百
官
主
典
已
上
」
の
謂
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、

「
儀
式
」
の
多
く
は
百
官
主
典
已
上
を
参
列
者
と
し
て
い
る
か
ら
、
あ
た
か
も
刀
祢
A
が
「
百
官
主
典
已
上
」
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か

に
見
え
、
吏
部
王
記
の
ご
と
き
解
釈
の
生
じ
る
余
地
も
あ
る
が
、
こ
の
語
自
体
に
は
毫
も
さ
よ
う
の
意
味
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
儀

式
」
の
在
り
様
に
よ
り
、
そ
の
実
体
と
し
て
は
前
節
に
見
た
ご
と
く
、
「
百
官
主
典
以
上
」
に
非
ざ
る
官
人
を
指
す
場
合
、
ま
た
は
「
史
生
以

下
」
の
分
番
官
を
含
め
た
官
人
を
指
す
場
合
も
出
て
く
る
こ
と
は
蓋
し
当
然
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
何
故
、
「
「
儀
式
」
の
儀
場
に
参
入
し
て
列
立
す
る
」
場
合
に
限
っ
て
、
官
人
は
「
焦
慮
」
と
称
さ
れ
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
刀

祢
A
の
か
か
る
用
法
の
特
殊
性
は
い
か
な
る
事
情
に
基
づ
く
の
か
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
「
刀
祢
」
が
口
頭
で
実
際
に
「
ト
ネ
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

発
せ
ら
れ
る
語
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
9
の
給
季
禄
儀
で
は
、
弁
官
が
式
兵
両
省
に
対
し
て
「
早
ク
刀
祢
ヲ
列
ネ
ヨ
」
と
宣
し
て
い

る
し
、
1
3
の
鎮
魂
祭
で
は
、
大
臣
が
式
部
丞
に
対
し
て
、
「
刀
祢
ヲ
入
レ
奉
レ
」
と
命
じ
て
い
る
。
～
般
に
、
儀
式
・
祭
施
に
お
い
て
侵
せ
ら

れ
る
詞
に
は
古
態
を
伝
え
て
い
る
も
の
の
多
い
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
「
刀
祢
」
が
万
葉
仮
名
で
表
さ
れ
た
和
語
で
あ
り
、
中

国
の
史
書
に
倣
っ
て
編
纂
さ
れ
た
わ
が
正
史
に
は
殆
ど
現
れ
な
い
語
（
1
1
は
そ
の
稀
な
｝
例
）
で
あ
る
点
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
わ

が
正
史
に
散
見
す
る
元
日
朝
賀
を
始
め
と
す
る
「
儀
式
」
関
係
記
事
に
お
い
て
は
、
そ
の
対
象
を
「
百
官
」
「
百
寮
」
「
五
位
已
上
」
「
主
典
已

上
」
な
ど
と
表
現
し
、
「
刀
祢
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
、
わ
が
正
史
が
中
国
の
史
書
に
倣
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
殊
更
に
漢
語
を
用
い
て
和
語
の
使
用
を
控
え
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
同
時
に
、
「
刀
祢
」
陛
ト
ネ
の
語
が
恐
ら
く
は
「
百
官
」
・
「
百

寮
」
な
ど
の
漢
語
が
伝
え
ら
れ
る
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
、
単
純
に
こ
れ
ら
の
漢
語
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
、
わ
が
国
固
有
の
古
い
来
歴
を
有
す

る
語
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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か
く
し
て
、
刀
祢
A
の
特
殊
な
用
法
の
拠
っ
て
来
た
る
所
以
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
儀
制
令
1
8
元
礒
国
罰
条
。

②
刀
祢
A
の
語
義
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
築
者
の
創
見
と
は

　
い
え
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
既
に
小
林
昌
二
氏
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
本
文
先

　
掲
の
3
～
5
と
9
を
根
拠
に
「
儀
式
参
列
官
人
を
刀
祢
と
称
し
た
場
合
」
が
あ
っ

　
た
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
氏
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
「
き
わ
め
て
一
般

　
的
な
対
象
を
さ
す
場
合
」
の
刀
祢
で
あ
り
、
小
稿
の
い
わ
ゆ
る
刀
祢
A
に
当
た
る
。

　
し
か
し
、
氏
説
は
小
稿
の
よ
う
に
「
儀
場
へ
参
入
・
列
立
」
と
い
う
具
体
的
な
動

　
作
・
状
態
に
着
目
し
て
そ
の
語
義
を
追
求
し
た
も
の
で
は
な
く
、
儀
式
に
参
列
し

　
て
い
る
官
人
が
門
刀
匠
」
の
呼
称
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
た
に
と
ど

　
ま
る
。
ま
た
、
何
故
門
刀
祢
扁
が
儀
式
参
列
官
入
を
指
し
て
用
い
ら
れ
た
か
と
い

　
う
視
角
も
欠
い
て
い
る
。

③
内
裏
式
及
び
儀
式
が
収
め
る
諸
「
儀
式
」
の
う
ち
、
「
山
幕
扁
を
召
す
こ
と
が

　
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
文
先
掲
の
1
3
～
鍛
の
十
二
例
と
第
二
節
註
①
に
挙
げ

　
た
三
例
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
場
合
も
、
実
際
に
は
多
く
口
頸
で
門
刀
祢
」
の
語

　
が
嗣
い
ら
れ
た
と
し
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
「
儀
式
」
で
は
、
儀
場
に
官

　
人
を
参
入
・
列
立
せ
し
め
る
に
畜
た
っ
て
は
、
内
弁
の
大
臣
が
先
ず
儀
場
外
の
大

第
四
節
刀
祢
”
ト
ネ
の
語
源

刀
祢
1
ー
ト
ネ
の
語
源
に
ま
で
遡
っ
て
考
究
を
加

舎
人
を
喚
び
、
称
唯
の
後
、
大
舎
人
に
代
わ
っ
て
少
納
雷
が
参
入
し
て
、
内
弁
よ

り
宮
人
の
早
場
へ
の
召
喚
（
参
集
）
が
命
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
内
裏
式
・
儀

式
で
は
こ
の
召
喚
命
令
を
「
喚
大
夫
等
」
と
記
す
場
合
と
「
喚
侍
従
駄
と
記
す
場

合
と
に
大
別
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
九
贋
天
暦
四
年
十
月
八
日
条
な
ど
に
よ
れ
ば
、

こ
の
二
つ
の
文
言
を
口
頭
で
表
わ
す
際
に
は
、
い
ず
れ
も
実
際
に
は
和
語
が
用
い

ら
れ
、
前
者
は
内
弁
に
よ
っ
て
「
ト
ネ
（
1
1
関
与
）
メ
セ
」
、
後
者
は
同
じ
く

「
マ
（
フ
）
チ
ギ
ミ
タ
チ
メ
セ
駄
の
ご
と
く
発
せ
ら
れ
た
。
大
節
に
は
前
者
、
小

節
に
は
後
者
が
用
い
ら
れ
る
例
で
あ
っ
た
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
私
は
後
者
は
お

そ
ら
く
八
世
紀
後
半
以
降
の
侍
臣
の
出
現
を
契
機
と
す
る
後
発
の
表
現
で
あ
り
、

官
人
を
儀
場
に
参
入
・
列
立
せ
し
め
る
命
令
文
言
は
本
来
的
に
は
「
ト
ネ
メ
セ
」

で
あ
っ
た
と
思
う
。
前
者
の
例
と
し
て
、
内
裏
式
で
は
正
月
七
日
会
式
、
五
月
五

日
観
馬
射
式
、
七
月
七
日
相
撲
式
が
あ
り
、
儀
式
で
は
正
月
七
日
儀
、
五
月
五
日

儀
、
九
月
九
日
菊
花
宴
儀
、
践
酢
大
嘗
祭
儀
、
新
嘗
会
儀
が
あ
る
。
ま
た
、
実
際

に
例
え
ば
、
西
宮
記
は
五
月
五
日
儀
の
召
喚
を
「
内
弁
云
、
刀
祢
召
召
下
、
新
嘗

会
儀
の
そ
れ
を
「
大
臣
宣
、
刀
祢
召
批
」
と
記
し
て
い
る
。

　
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
胃
管
A
は
「
「
儀
式
」
の
儀
場
に
参
入
し
て
列
立
す
る
官
人
」
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
る
。

な
用
法
は
い
か
に
し
て
生
じ
た
の
か
。
刀
祢
1
ー
ト
ネ
の
語
源
を
考
え
な
が
ら
追
求
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
刀
祢
畦
ト
ネ
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
夙
に
賀
茂
真
淵
が
「
刀
祢
は
も
と
刀
祢
里
の
略
也
」
と
す
る
ト
ネ
リ
略
称
説
を
唱
え
、

か
よ
う
の
特
殊

次
い
で
本
居
宣
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②

長
が
「
刀
祢
て
ふ
名
の
義
は
伴
之
部
な
る
べ
し
、
母
を
省
き
て
能
弁
は
祢
と
切
れ
り
」
と
ト
モ
ノ
ベ
転
業
説
を
唱
え
、
近
く
は
折
口
借
夫
が
ト

ネ
を
ト
（
外
）
と
ネ
（
神
職
）
よ
り
成
る
と
し
た
。

　
二
宮
正
彦
氏
は
こ
れ
ら
学
説
を
挙
げ
て
、
定
説
と
認
む
べ
き
解
釈
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
真
淵
や
宣
長
が
「
ト
ネ
リ
」
や
「
ト
モ
ノ
ベ
」
と

い
っ
た
語
か
ら
の
略
転
を
考
え
た
の
に
対
し
て
、
折
口
が
「
ト
ネ
」
自
体
に
即
し
て
そ
の
語
源
を
説
明
し
「
本
来
の
神
職
以
外
で
祭
礼
に
供
奉

す
る
者
」
と
い
う
語
義
を
導
い
た
こ
と
に
｝
日
の
長
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
既
に
見
た
ご
と
く
、
こ
の
折
口
の
語
義
解
釈
は
歴
史
学
的
な

根
拠
を
殆
ど
持
た
ず
、
二
宮
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
史
料
も
折
口
説
を
支
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
然
り
と
す
れ
ば
、
ト
ネ
を
ト
（
外
）

と
ネ
（
神
職
）
に
分
け
て
理
解
す
る
こ
と
も
ま
た
、
や
は
り
歴
史
学
的
根
拠
に
欠
く
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
す
れ
ば
、
宣
長
の
ト
モ
ノ
ベ
転
下
説
は
如
何
か
。
率
直
に
言
っ
て
、
筆
者
に
は
、
果
た
し
て
ト
モ
ノ
ベ
の
「
モ
」
が
約
さ
れ
、
さ
ら
に

「
ノ
ベ
」
が
「
ネ
」
に
転
害
し
て
ト
ネ
と
な
り
う
る
の
か
否
か
、
正
当
に
判
断
す
る
力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
点
は
措
く

と
し
て
、
こ
こ
で
は
宣
長
が
そ
の
語
源
と
し
て
挙
げ
た
「
ト
モ
ノ
ベ
」
（
伴
之
部
）
に
つ
い
て
の
疑
問
を
述
べ
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
ト
モ

ノ
ベ
」
の
実
体
を
如
何
に
考
う
べ
き
か
。
こ
こ
で
宣
長
が
大
化
前
代
に
何
ら
か
の
職
掌
に
よ
っ
て
王
権
に
奉
仕
し
た
い
わ
ゆ
る
部
民
集
団
を
指

し
て
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
部
民
制
に
つ
い
て
通
説
で
は
、
集
団
か
ら
官
司
に
上
番
勤
務
す
る
者
が
「
ト

モ
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
資
養
す
る
貢
納
民
が
「
べ
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
通
説
に
よ
る
と
し
た
場
合
、
「
ト
モ
ノ
ベ
」

な
る
語
自
体
は
、
や
や
不
自
然
な
語
で
あ
る
と
は
い
え
、
辛
う
じ
て
「
ト
モ
を
資
養
す
る
貢
納
民
」
を
表
わ
す
語
と
し
て
理
解
で
き
な
く
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
よ
う
の
「
ト
モ
ノ
ベ
」
言
霊
納
民
を
、
さ
ら
に
予
定
陸
ト
ネ
の
語
源
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
は
い
か
に
も
困
難
で
は

あ
る
ま
い
か
。
い
う
ま
で
な
く
、
刀
祢
A
に
つ
い
て
い
え
ば
、
刀
祢
1
ー
ト
ネ
は
宮
人
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

か
り
で
は
な
い
。
部
民
制
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
鎌
田
元
一
氏
に
よ
っ
て
有
力
な
新
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ

ば
、
「
ト
モ
し
と
は
本
来
王
権
に
隷
属
し
、
何
ら
か
の
奉
仕
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
集
団
全
体
を
指
す
呼
称
で
あ
り
、
こ
の
「
ト
モ
」
の
組
織
を

表
記
す
る
語
と
し
て
百
済
の
部
二
二
に
由
来
す
る
「
部
」
の
語
が
採
用
さ
れ
、
そ
れ
が
や
が
て
字
音
で
「
べ
」
と
も
訓
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
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い
っ
た
と
い
う
。
こ
の
新
説
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
先
の
「
ト
モ
ノ
ベ
」
な
る
語
は
、
も
は
や
全
く
意
味
を
成
さ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
私
は

鎌
田
氏
の
新
説
に
左
配
す
る
者
で
あ
る
が
、
以
上
の
ご
と
く
、
今
目
の
部
民
制
理
解
に
つ
い
て
の
通
説
・
新
説
の
い
ず
れ
に
依
拠
す
る
に
せ
よ
、

宣
長
の
い
う
「
ト
モ
ノ
ベ
」
を
ト
ネ
の
語
源
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
は
、
歴
史
学
的
に
は
明
ら
か
に
無
理
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
宣
長
は
ト
モ
ノ
ベ
転
説
説
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、
師
（
真
淵
）
の
ト
ネ
リ
略
称
説
を
「
師
は
、
下
愚
は
後
の
称
に
て
、
も
と

舎
人
よ
り
転
り
た
る
も
の
な
り
、
と
滞
れ
し
か
ど
、
然
に
は
非
ず
。
鉄
平
も
い
と
古
き
名
こ
そ
聞
え
た
れ
。
且
算
入
よ
り
刀
祢
に
は
以
る
ま
じ

く
思
は
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
た
だ
ト
ネ
も
ト
ネ
リ
同
様
古
い
名
称
の
ご
と
く
「
聞
え
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
ト
ネ
リ
か
ら
ト
ネ
に
略
恥
し
な
い
と
す
る
批
判

は
説
得
力
に
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
そ
の
一
方
で
、
宣
長
は
上
記
に
続
け
て
、
ト
ネ
リ
の
「
リ
」
を
略
し
て
ト
ネ
と
称
す
る
こ
と
自
体
は
行
わ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
一
例
と
し
て
、
書
紀
町
明
二
年
三
箇
条
に
見
え
る
「
舎
人
皇
女
」
が
古
事
記
五
明
天
皇
段
で
は
「
泥
三
王
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、

「
杵
泥
を
下
上
に
写
シ
誤
れ
る
か
」
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
は
正
確
に
は
書
紀
が
原
史
料
の
「
ト
ネ
」
の
表
記
に
「
舎
人
」
の
語
を
当

て
た
と
考
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
八
世
紀
前
半
に
は
ト
ネ
リ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ト
ネ
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
「
舎
人
」

の
語
で
表
記
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ネ
は
ト
ネ
リ
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
宣
長
が

指
摘
し
た
ご
と
く
、
正
し
く
ト
ネ
が
ト
ネ
リ
の
「
リ
」
を
略
し
た
称
で
あ
っ
た
か
ら
に
外
な
る
ま
い
。
宣
長
は
こ
の
古
来
の
ト
ネ
リ
の
略
称
と

し
て
の
ト
ネ
と
、
自
説
の
古
来
の
ト
ネ
（
ト
モ
ノ
ベ
の
退
転
）
と
い
う
二
系
統
の
ト
ネ
を
想
定
し
て
、
こ
れ
を
区
別
す
べ
し
と
暗
に
説
い
て
い
る

が
、
牽
強
付
会
の
説
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
よ
う
の
想
定
な
ど
せ
ず
に
、
ト
ネ
と
は
古
来
の
ト
ネ
リ
の
略
称
に
外
な
ら
な
い
と
す
る
方
が

は
る
か
に
簡
明
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
私
は
基
本
的
に
は
真
淵
の
ト
ネ
リ
略
称
説
が
穏
当
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
果
た
し
て
ト
ネ
リ
の
「
リ
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

略
さ
れ
て
ト
ネ
と
な
る
か
否
か
と
い
っ
た
音
韻
論
的
問
題
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
経
緯
を
憶
測
し
て
お
き
た
い
。
す
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⑥

な
わ
ち
、
和
語
の
ト
ネ
リ
を
仮
名
で
表
記
す
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
「
刀
祢
李
」
の
ご
と
く
、
三
文
字
で
表
記
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

煩
を
避
け
る
た
め
時
と
し
て
「
刀
祢
」
と
こ
文
字
で
表
記
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
刀
祢
」
は
「
ト
ネ
」
の
表
記
で
は
な

く
、
当
初
は
あ
く
ま
で
も
「
ト
ネ
リ
」
の
表
記
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
名
・
地
名
の
よ
う
な
頻
用
さ
れ
る
固
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

名
詞
、
例
え
ば
「
疋
田
マ
ロ
」
「
マ
キ
ビ
」
「
カ
グ
ヤ
マ
」
が
古
代
に
お
い
て
は
「
丁
令
呂
」
「
真
吉
備
」
「
香
具
山
」
の
み
な
ら
ず
「
岡
万
」

「
真
備
」
「
香
山
」
の
ご
と
く
表
記
さ
れ
た
こ
と
か
ら
の
類
推
で
あ
る
。
か
よ
う
に
当
初
は
「
ト
ネ
り
し
の
表
記
と
し
て
用
い
た
「
刀
祢
」
で

あ
っ
た
が
、
一
方
で
「
ト
ネ
リ
」
を
宮
名
と
し
て
用
い
る
に
際
し
て
漢
語
の
「
舎
人
」
を
そ
の
表
記
に
当
て
る
こ
と
も
行
わ
れ
た
か
ら
、
こ
れ

と
区
別
す
る
意
味
も
あ
っ
て
、
「
刀
祢
」
を
文
字
通
り
「
ト
ネ
」
と
訓
む
訓
み
方
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、

「
ト
ネ
」
は
あ
く
ま
で
も
「
ト
ネ
リ
」
の
略
称
で
あ
る
か
ら
、
「
ト
ネ
」
を
表
わ
す
際
に
便
宜
官
名
の
「
舎
人
」
を
通
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
先
の
欽
明
紀
の
「
舎
人
皇
女
」
は
さ
よ
う
の
一
例
と
思
わ
れ
る
。

　
か
よ
う
に
、
真
淵
に
従
っ
て
刀
祢
擁
ト
ネ
を
ト
ネ
リ
の
略
称
と
看
為
す
と
し
た
時
、
県
単
目
ト
ネ
の
語
源
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ト
ネ
リ

の
語
源
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
こ
れ
は
い
か
に
考
う
べ
き
か
。

　
ト
ネ
リ
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
諸
説
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
ト
ノ
（
殿
）
に
関
連
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
ト
ノ
ハ
ベ
リ
（
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

⑧侍
）
、
②
ト
ネ
リ
（
殿
寝
）
、
③
ト
ノ
ヰ
（
殿
居
）
、
④
ト
ノ
モ
リ
（
殿
守
）
、
⑤
ト
ノ
イ
リ
（
全
入
）
、
な
ど
、
い
ず
れ
も
殿
を
め
ぐ
る
動
作
や
状
態

を
表
わ
す
語
か
ら
の
略
転
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
令
前
の
舎
人
1
ー
ト
ネ
リ
が
史
料
上
、
王
宮
や
皇
子
宮
な
ど
に
所
属
す
る
形
で
現
れ
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
ト
ネ
リ
が
ト
ノ
（
殿
）
の
語
を
語
源
の
～
部
と
し
て
有
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
れ
ば
、
殿
を
め
ぐ
る
い
か
な
る
動
作
・

状
態
を
語
源
と
す
る
の
か
。
再
三
述
べ
る
よ
う
に
、
私
に
は
音
韻
論
的
立
場
か
ら
の
判
断
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
に
し
て
も
、
①
③
④
説

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
が
略
配
し
て
ト
ネ
リ
と
な
っ
た
と
す
る
の
は
い
か
に
も
苦
し
い
よ
う
に
思
う
。
と
い
う
の
も
、
①
の
ト
ノ
ハ
ベ
リ
か
ら

ト
ネ
リ
へ
の
変
化
に
は
か
な
り
大
き
な
略
転
を
想
定
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
さ
り
と
て
③
の
ト
ノ
ヰ
か
ら
「
リ
」
音
が
生
じ
る
と
み
る
の
も
無
理
が

あ
り
、
さ
ら
に
④
の
ト
ノ
モ
リ
も
別
に
ト
ノ
モ
（
主
殿
）
の
略
転
が
あ
る
こ
と
が
支
障
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
以
外
に
②
説
に
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つ
い
て
も
、
蓋
然
性
は
乏
し
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
後
世
の
舎
人
の
職
掌
の
一
た
る
宿
直
を
「
殿
寝
」
と
し
て
、
こ
れ
を
ト
ネ
リ
と
訓
ん
だ

も
の
で
あ
ろ
う
が
、
果
た
し
て
か
く
訓
み
う
る
か
と
い
う
疑
問
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
「
寝
」
の
語
に
宿
直
の
意
味
を
持
た
せ
る
点
が
気
に

か
か
る
の
で
あ
る
。

　
さ
す
れ
ば
、
残
る
⑤
説
は
如
何
か
。
か
つ
て
西
宮
秀
紀
氏
は
、
導
燈
原
令
以
前
の
ト
ネ
リ
の
職
掌
を
推
定
す
る
た
め
に
、
慧
眼
に
も
草
壁
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

子
（
嶋
宮
に
居
住
）
の
麗
去
を
悼
ん
で
ト
ネ
り
た
ち
が
詠
ん
だ
万
葉
歌
に
着
目
し
た
。
私
は
そ
の
中
で
次
の
挽
歌
が
、
史
料
的
根
拠
た
り
う
る

と
は
雷
え
ぬ
ま
で
も
、
⑤
説
の
蓋
然
性
を
考
え
る
上
で
少
な
か
ら
ず
示
唆
的
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
ひ
と
ひ
　
　
　
　
ち
た
び
　
　
　
　
　
ひ
む
が
し
　
　
　
　
　
み
か
ど

　
　
　
日
に
は
　
千
度
参
り
し
　
東
の
　
大
き
御
門
を
　
入
り
か
て
ぬ
か
も
　
　
　
　
　
（
一
丁
一
八
六
）

　
＝
日
に
は
　
千
度
参
り
し
」
の
ご
と
き
表
現
か
ら
見
て
、
こ
れ
が
往
時
の
ト
ネ
リ
と
し
て
の
勤
仕
ぶ
り
を
自
ら
回
想
し
て
作
っ
た
歌
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
西
宮
氏
は
こ
の
歌
か
ら
、
当
時
の
ト
ネ
リ
の
職
掌
と
し
て
「
雑
使
」
を
推
定
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
一
日
に
数
え
切

れ
ぬ
ほ
ど
東
の
大
門
よ
り
嶋
宮
に
参
入
し
た
と
は
、
結
局
そ
れ
だ
け
頻
繁
に
出
入
り
を
重
ね
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
る
い
は
雑
使

と
し
て
忙
し
く
立
ち
働
い
た
た
め
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
や
や
微
細
に
及
ぶ
が
、
卒
園
が
「
参
ル
」

と
言
う
も
「
退
ル
」
と
は
言
わ
ず
、
「
入
ル
」
と
言
う
も
「
出
ル
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
「
出
入
り
」
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
参
入
」
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
雑
使
と
し
て
で
あ
れ
、
ま
た
雑
使
以
外
の
何
か
と
し
て
で
あ
れ
、
ト
ネ
リ

の
勤
仕
ぶ
り
が
「
御
門
」
を
何
度
と
な
く
「
参
入
す
る
」
動
作
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
こ
の
歌
に
お
い
て
は
も
っ
と

も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
こ
と
に
、
こ
の
作
者
た
る
ト
ネ
リ
に
と
っ
て
、
足
繁
く
東
の
大
門
よ
り
嶋
宮
に
参
入
し
た
そ
の
想
い
出
こ
そ
は
、

生
前
の
草
壁
に
奉
仕
し
た
往
時
へ
と
繋
が
る
い
わ
ば
階
梯
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
何
故
階
梯
た
り
う
る
か
と
い
え
ば
、
「
参
り
入
る
」

と
い
う
行
為
が
主
人
の
召
し
に
応
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
西
宮
氏
が
着
目
さ
れ
た
今
一
つ
の
挽
歌
に
、
草
壁
の
麗
去
に
よ
っ
て

「
召
す
言
も
な
し
」
（
ニ
ー
一
八
四
）
と
詠
ま
れ
た
の
は
、
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
藤
原
京
時
代
の
別
の
皇
子
へ
の
挽
歌
に
も

　
あ
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
べ

「
朝
に
は
召
し
て
使
ひ
　
夕
に
は
召
し
て
使
ひ
使
は
し
し
舎
人
の
子
ら
は
」
（
士
二
⊥
二
三
二
六
）
と
歌
わ
れ
て
お
り
、
舎
人
は
終
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日
何
度
と
な
く
主
人
に
召
さ
れ
て
奉
仕
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
皇
子
宮
の
ト
ネ
リ
の
例
で
あ
る
が
、

王
宮
の
ト
ネ
リ
も
本
来
的
に
は
こ
れ
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
官
僚
制
が
導
入
さ
れ
た
七
世
紀
後
半
で
す
ら
、
ト

ネ
リ
に
つ
い
て
の
か
よ
う
な
観
念
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
し
て
よ
い
。
況
ん
や
、
官
僚
制
が
導
入
さ
れ
る
以
前
の
、
大
王
と
臣
下
と
が

人
格
的
隷
属
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
時
代
の
ト
ネ
リ
は
尚
更
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
来
の
ト
ネ
リ
と
は
、
か
く
大
王
に
召
さ
れ
て
王
宮

に
「
参
り
入
る
」
者
の
謂
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
か
く
し
て
、
ト
ネ
リ
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
ト
ノ
イ
リ
（
墨
入
）
と
す
る
⑤
説
が
も
っ
と
も
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
る
。
さ
す
れ
ば
、

小
稿
の
刀
祢
“
ト
ネ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
ト
ノ
イ
リ
（
殿
入
）
を
語
源
と
す
る
ト
ネ
リ
の
略
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
か
く
刀
塔
主
ト
ネ
の
語
源
が
ト
ノ
イ
リ
（
質
入
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
節
に
お
い
て
指
摘
し
た
刀
祢
A
の
用
法
の
特
殊
性
は
、
こ

こ
に
漸
く
そ
の
淵
源
を
望
見
し
う
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刀
心
A
が
「
「
儀
式
」
の
星
章
に
参
入
し
て
列
立
す
る
官
人
」
に
限
っ

て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
か
つ
て
の
ト
ネ
リ
が
王
宮
に
「
参
入
」
し
て
大
王
に
近
侍
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
、
と
。
換
言
す
れ
ば
、

「
刀
祢
」
と
し
て
召
さ
れ
て
儀
場
に
参
入
し
た
官
人
ら
は
、
一
時
的
で
は
あ
れ
、
か
つ
て
五
世
紀
代
以
降
に
王
宮
に
奉
仕
し
た
ト
ネ
リ
に
擬
せ

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
こ
れ
に
は
如
何
な
る
意
義
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

①
祝
詞
考
上
（
噌
賀
茂
真
淵
全
集
目
明
、
続
群
誉
類
従
完
成
会
、
昭
和
五
九
年
）
。

②
古
事
記
伝
巻
署
工
（
前
掲
）
。

③
鎌
田
元
～
覇
部
㎞
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
察
」
「
七
世
紀
の
臼
本
列
島
」
（
魍
律

　
令
公
民
制
の
研
究
睡
所
収
、
塙
書
一
房
、
平
成
十
三
年
、
初
電
は
昭
和
五
九
年
、
平

　
成
六
年
）
な
ど
。

④
　
類
例
と
し
て
は
、
∵
王
殿
」
の
和
訓
が
ト
ノ
モ
リ
か
ら
ト
ノ
モ
と
な
っ
た
こ
と

　
を
挙
げ
う
る
。

⑤
藤
原
宮
跡
東
大
溝
S
D
一
〇
五
か
ら
は
、
人
名
で
は
あ
る
が
、
ト
ネ
リ
を
「
刀

　
祢
李
偏
と
記
し
た
か
と
推
定
さ
れ
る
左
の
ご
と
き
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
（
『
飛

鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
概
報
㎞
一
〇
、
平
成
三
年
）
。

　
・
吉
備
中
国
下
道
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
（
李
力
）

　
・
矢
田
南
矢
田
マ
刀
祢
□

な
お
、
刀
匠
の
「
刀
」
字
は
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
甲
類
に
属
す
る
が
、
『
時
代

別
国
語
大
辞
典
臨
上
代
編
「
と
ね
り
」
項
（
三
省
堂
、
昭
和
四
二
年
）
は
、
大
宝

二
年
御
亀
国
味
蜂
間
郡
春
部
黒
戸
籍
が
人
名
ト
ネ
リ
を
「
此
尼
利
」
と
乙
類
の

「
止
」
字
で
表
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
『
大
日
本
古
文
書
』
一
－
十
二
）
、
「
ト

ネ
リ
」
と
「
ト
ネ
扁
と
が
別
系
統
の
語
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
李
力
）

つ
い
て
は
、
田
地
の
門
妻
事
□
」
が
そ
の
反
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
体
、
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上
代
特
殊
仮
名
遣
い
を
人
名
表
記
に
限
っ
て
見
れ
ば
、
甲
類
・
乙
類
の
混
用
は
、

　
な
る
ほ
ど
同
一
人
物
に
つ
い
て
は
見
受
け
ら
れ
な
い
も
の
の
、
同
一
の
人
名
語
に

　
つ
い
て
は
全
く
な
い
訳
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
人
名
語
と
し
て
頻
用
さ
れ
る
「
ヒ

　
ト
」
の
門
ト
」
は
「
必
登
」
（
続
報
天
平
八
・
正
・
仁
山
）
、
「
並
等
」
（
『
大
臼
本

　
古
文
書
』
　
一
－
五
三
五
）
、
「
比
毛
」
（
同
一
－
七
七
）
の
ご
と
く
乙
類
の
登
、
等
、

　
止
で
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
門
比
刀
」
（
新
抄
露
盤
符
抄
）
の
ご
と
く
甲
類
の
刀
が

　
用
い
ら
れ
た
場
合
も
あ
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
「
イ
モ
偏
の
「
モ
」
も
甲
類
の

　
「
母
」
と
乙
類
の
「
毛
一
が
混
用
さ
れ
、
「
伊
母
」
と
も
「
伊
毛
駄
と
も
表
記
さ

　
れ
る
。

⑥
吉
備
真
備
は
、
例
え
ば
、
弘
仁
十
一
年
七
月
九
日
宮
符
所
6
1
神
護
二
年
九
月
十

　
日
格
（
類
聚
三
代
格
）
で
は
「
吉
備
真
吉
備
」
に
作
る
。

⑦
「
美
努
岡
麻
呂
」
（
続
紀
霊
亀
二
年
正
月
壬
午
条
な
ど
）
は
、
墓
誌
で
は
「
美

　
努
岡
万
」
に
作
る
。

⑧
古
事
記
伝
（
前
掲
）
、
橘
守
部
魍
雅
署
考
歴
、
林
甕
臣
『
日
本
語
原
学
輪
（
講
談

　
社
、
昭
和
五
十
年
復
刻
、
初
版
は
昭
和
七
年
）
な
ど
。

⑨
谷
川
士
清
『
倭
訓
栞
』
（
成
美
堂
蔵
版
、
明
治
三
一
年
）
。

⑩
山
岡
浅
明
『
類
聚
名
物
考
徳
（
歴
史
図
書
社
、
昭
和
四
九
年
）
。

⑪
祝
詞
考
（
前
掲
）
。

⑫
　
大
槻
文
彦
『
新
編
大
言
海
巌
（
冨
山
房
、
昭
和
五
七
年
、
初
版
は
昭
和
三
一
年
）
、

　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
匝
上
代
編
（
三
省
堂
、
昭
和
四
二
年
）
。

第
五
節
　
ト
ネ
リ
・
舎
人
と
刀
祢
A

⑬
西
富
秀
紀
「
令
制
ト
ネ
リ
成
立
過
程
の
研
究
」
（
『
信
大
史
学
臨
三
、
昭
和
五
二

　
年
）
。
な
お
、
本
論
文
に
お
い
て
、
西
宮
氏
は
ト
ネ
リ
の
語
源
に
つ
い
て
は
森
重

　
敏
氏
の
「
ト
ノ
オ
リ
（
殿
下
）
」
説
を
採
っ
て
い
る
。
西
宮
氏
か
ら
の
私
信
（
平

　
成
十
四
年
四
月
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
森
説
は
口
頭
で
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
由
で

　
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
に
至
る
も
、
管
見
で
は
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
ご
と

　
く
、
近
年
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
た
森
氏
の
噸
萬
葉
集
栞
抄
㎞
　
一
～
五
（
和
泉
書

　
院
）
に
も
見
出
し
え
な
か
っ
た
。
西
宮
論
文
に
よ
れ
ば
、
ト
ノ
オ
リ
と
は
「
御
殿

　
の
下
で
坐
っ
て
控
え
て
い
る
扁
の
意
で
あ
る
と
い
う
が
、
「
殿
を
下
る
」
と
い
う

　
所
作
が
必
ず
し
も
「
坐
っ
て
控
え
て
い
る
」
と
い
う
状
態
に
結
び
つ
か
な
い
点
が

　
難
点
で
あ
る
。
西
宮
氏
が
如
上
の
意
味
で
の
ト
ノ
オ
リ
（
殿
下
り
）
と
看
倣
し
た

　
次
の
万
葉
歌

　
　
朝
ぐ
も
り
　
日
の
入
り
行
け
ば
　
み
立
た
し
の
　
島
に
下
り
居
て
　
嘆
き
つ
る

　
　
か
も
（
ニ
ー
…
八
八
）

　
の
「
下
り
居
て
」
も
、
歌
意
は
門
か
つ
て
主
の
草
壁
が
お
立
ち
に
な
っ
た
島

　
（
庭
）
に
自
分
も
下
り
立
っ
て
」
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
ト
ノ
オ
リ

　
（
殿
下
）
」
説
に
従
い
え
ぬ
所
以
で
あ
る
。

　
　
も
っ
と
も
、
先
の
私
信
に
よ
れ
ば
、
西
宮
氏
も
現
在
で
は
も
は
や
理
説
を
採
ら

　
ず
、
ト
ノ
イ
リ
（
殿
入
り
）
説
に
与
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
な

　
形
で
の
私
信
の
公
表
を
快
く
お
許
し
下
さ
っ
た
西
宮
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

　
　
「
儀
式
」
の
儀
場
に
参
入
し
た
官
人
ら
が
か
つ
て
五
世
紀
代
以
降
に
王
宮
に
奉
仕
し
た
ト
ネ
リ
に
擬
せ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
故
で

あ
る
か
。
何
が
し
か
特
定
の
職
能
を
有
す
る
者
が
擬
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
「
儀
場
に
参
入
し
た
」
と
い
う
限
定
は
つ
く
も
の
の
、
一
般
の
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官
人
が
ト
ネ
リ
に
擬
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
如
何
な
る
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
は
こ
の
五
世
紀
代
以
降
に
王
宮
に

奉
仕
し
た
ト
ネ
リ
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
こ
こ
で
「
五
世
紀
代
以
降
に
」
と
述
べ
た
の
は
、
狩
野
久
氏
や
近
年
の
鎌
田
元
一
氏
の
部
民
制
研
究
に
依
拠
し
て
い
る
。
両
氏
に
よ
れ
ば
、

五
世
紀
代
と
は
、
倭
王
武
（
雄
略
）
の
宋
皇
帝
へ
の
上
表
文
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
倭
政
権
の
全
国
支
配
が
大
き
く
進
展
し
、
王
権
に
服
属

し
た
各
地
の
集
団
は
新
た
に
子
代
と
し
て
大
王
の
治
世
を
象
徴
す
る
王
宮
の
名
を
そ
の
名
に
負
い
、
王
権
に
対
す
る
人
格
的
隷
属
を
強
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
子
代
の
設
置
は
確
実
な
と
こ
ろ
で
鳳
雛
の
伊
波
礼
部
に
始
ま
り
、
六
世
紀
末
の
崇
峻
の
倉
椅

部
に
ま
で
及
ぶ
が
、
そ
れ
ら
の
大
王
ご
と
に
新
た
に
子
代
と
し
て
設
定
さ
れ
た
集
団
の
首
長
一
族
の
者
が
そ
の
集
団
を
人
格
的
に
体
現
し
つ
つ
、

ト
ネ
リ
・
ユ
ゲ
ヒ
・
カ
シ
ハ
デ
と
し
て
王
宮
に
奉
仕
し
た
と
い
う
。
無
論
、
王
宮
に
は
こ
の
他
に
多
様
な
職
務
を
帯
び
た
者
た
ち
が
出
仕
し
た

で
あ
ろ
う
。
鎌
田
氏
が
言
う
よ
う
に
、
す
で
に
こ
れ
以
前
、
王
権
の
発
生
と
同
時
に
、
畿
内
の
中
小
族
長
が
ト
ノ
モ
リ
（
殿
部
）
・
モ
ヒ
ト
リ

（
水
々
）
・
カ
ニ
モ
リ
（
掃
部
）
・
カ
ド
モ
リ
（
門
馬
）
な
ど
の
ト
モ
に
組
織
さ
れ
て
い
た
し
、
ま
た
六
世
紀
以
降
は
畿
内
の
大
豪
族
に
よ
っ
て
マ

ヘ
ツ
ギ
ミ
（
大
夫
）
が
組
織
さ
れ
て
い
た
。
畿
内
の
伴
造
氏
族
も
何
ら
か
の
形
で
王
宮
に
出
仕
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
王
宮
に
出
仕
し
た
こ
れ
ら
の
者
た
ち
の
大
王
と
の
君
臣
関
係
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
関
係
が
最
も
緊
密
な
の
は
ト
ネ
リ
で
あ
っ

た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
ユ
ゲ
ヒ
や
カ
シ
ハ
デ
、
あ
る
い
は
ト
ノ
モ
リ
以
下
の
ト
モ
や
伴
造
氏
族
が
宮
門
や
厨
房
と
い
っ
た
王
宮

内
の
個
別
の
部
署
に
お
い
て
特
定
の
現
業
的
な
職
務
を
遂
行
し
た
の
に
対
し
て
、
ト
ネ
リ
は
そ
の
語
源
が
示
す
ご
と
く
、
大
王
の
居
所
た
る
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

宮
内
中
枢
に
参
入
し
て
大
王
に
日
常
的
に
近
侍
し
、
そ
の
命
を
受
け
て
雑
多
な
職
務
を
遂
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
マ
ヘ
ツ
ギ
ミ
が
大
王

に
対
し
て
比
較
的
自
立
し
た
関
係
に
あ
っ
た
の
に
話
し
て
、
ト
ネ
リ
は
大
王
の
私
的
な
あ
る
い
は
恣
意
的
な
命
令
で
あ
っ
て
も
時
に
一
身
を
賭

し
て
こ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
、
そ
の
意
味
で
大
王
に
対
し
て
人
格
的
に
隷
属
す
る
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
王
宮
中
枢
に

あ
っ
て
大
王
に
近
侍
し
、
王
命
を
遂
行
し
て
忠
誠
を
尽
く
す
。
か
よ
う
な
ト
ネ
リ
の
在
り
方
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
官
僚
機
構
の
未
発
達
と
い

う
歴
史
的
条
件
の
下
に
お
い
て
の
み
出
現
し
存
続
し
う
る
。
し
か
し
、
後
世
、
唐
に
倣
っ
た
官
僚
機
構
が
構
築
さ
れ
、
「
官
人
扁
や
「
百
官
」
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刀　　祢　　源　　流　　考　（虎尾）

と
い
っ
た
漢
語
で
呼
ば
れ
る
官
僚
群
が
創
出
さ
れ
た
後
に
あ
っ
て
も
、
如
上
の
ト
ネ
リ
の
在
り
方
が
我
が
国
の
官
僚
の
あ
る
べ
き
祖
型
で
あ
る

と
す
る
観
念
は
残
存
し
続
け
、
「
官
人
」
や
「
百
重
」
と
い
っ
た
漢
語
で
表
さ
る
べ
き
対
象
を
口
頭
で
は
和
語
で
「
ト
ネ
」
と
称
す
る
こ
と
が
、

　
　
　
　
　
　
　
そ
　
　
　
い
つ
ニ

な
お
行
わ
れ
た
。
其
は
何
処
に
か
。
「
儀
式
」
と
い
う
正
し
く
君
臣
関
係
を
確
認
す
る
場
に
お
い
て
、
一
般
の
官
人
等
を
か
つ
て
の
ト
ネ
リ
に

擬
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
彼
ら
を
口
頭
で
刀
祢
陛
ト
ネ
と
称
す
る
こ
と
、
此
処
で
あ
る
。

　
し
か
し
て
、
か
よ
う
な
観
念
が
残
存
し
続
け
る
た
め
に
は
、
や
は
り
然
る
べ
き
契
機
が
存
し
た
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
私
は
左
掲
の
天

武
二
年
五
月
詔
が
そ
の
契
…
機
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

　
書
紀
天
武
二
年
五
月
乙
酉
条

　
　
詔
二
公
卿
大
夫
及
諸
臣
連
井
再
造
｝
日
、
夫
初
出
身
者
、
先
皇
レ
仕
二
大
舎
人
↓
豊
後
選
二
割
其
才
能
↓
以
罵
声
当
職
↓

　
本
詔
が
天
武
朝
以
降
に
お
け
る
官
人
制
整
備
の
第
一
歩
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
小
稿
の
関

心
か
ら
す
れ
ば
、
官
僚
た
ら
ん
と
す
る
者
に
、
「
大
」
字
こ
そ
冠
す
る
も
の
の
、
要
す
る
に
舎
人
國
ト
ネ
リ
と
し
て
の
出
仕
を
義
務
づ
け
て
い

る
点
が
重
要
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
を
噛
矢
と
し
て
、
の
ち
の
令
制
舎
人
が
官
人
見
習
的
な
宮
職
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
は
周
知

の
事
柄
に
属
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
何
故
舎
人
が
し
か
く
官
人
見
習
的
な
宮
職
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

　
七
世
紀
後
半
、
唐
に
倣
っ
た
官
僚
機
構
が
構
築
さ
れ
て
ゆ
く
時
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
複
雑
化
す
る
官
僚
機
構
に
入
ら
ん
と
す
る
者
に
、
先
ず

は
か
つ
て
の
ト
ネ
リ
の
ご
と
く
天
皇
に
近
侍
せ
し
め
る
。
嘗
僚
機
構
が
複
雑
化
し
、
天
皇
と
の
関
係
が
よ
り
希
薄
に
な
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は

制
度
化
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
一
般
的
に
は
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
詔
が
壬
申
の
乱
の
勝
者
た
る
天
武
に
よ
っ
て

発
せ
ら
れ
た
こ
と
、
し
か
も
乱
終
結
後
未
だ
十
ヶ
月
に
も
満
た
な
い
時
期
で
あ
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
制

は
天
武
の
独
創
に
か
か
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
天
武
は
武
力
に
よ
っ
て
王
権
を
纂
嫁
し
た
天
皇
で
あ
る
。
降
伏
し
た
近
江
朝
廷
の
重
臣
層
を
沈
黙
せ
し
め
、
中
国
的
な
専
制
君
主
国
家
体
制

を
志
向
し
、
そ
の
た
め
の
巨
大
な
官
僚
機
構
を
急
速
に
構
築
・
整
備
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
機
構
を
構
成
す
べ
き
者
の
多
く
は
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依
然
と
し
て
旧
近
江
朝
廷
を
構
…
成
し
た
豪
族
層
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
天
武
に
と
っ
て
は
、
新
た
な
官
僚
機
構
の
創
設
と
と
も
に
、
自
ら
の
王

権
を
支
え
る
新
た
な
官
僚
群
の
創
出
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
課
題
に
答
え
る
方
途
こ
そ
、
こ
の
「
大
舎
人
と
し
て
の
出
仕
」
の
制
に

外
な
る
ま
い
。
そ
し
て
無
論
、
こ
れ
に
は
天
武
自
身
の
経
験
が
深
く
関
与
し
て
い
た
と
考
う
べ
き
で
あ
る
。
か
つ
て
、
天
武
（
大
海
人
皇
子
）

が
大
津
か
ら
吉
野
の
地
に
落
ち
延
び
る
際
も
、
ま
た
同
地
か
ら
東
国
に
向
け
て
進
軍
を
開
始
す
る
際
も
、
終
始
天
武
に
つ
き
従
っ
て
よ
く
こ
れ

を
助
け
た
の
は
、
ト
ネ
り
た
ち
で
あ
っ
た
。
ト
ネ
リ
が
官
僚
の
あ
る
べ
き
祖
型
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
身
を
も
っ
て
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
天
武
は
、
遠
く
は
王
宮
に
奉
仕
し
た
か
つ
て
の
ト
ネ
リ
と
大
王
の
ご
と
き
、
近
く
は
身
命
を
投
げ
打
っ
て
戦
っ
た
己
が
ト
ネ
リ
と
自

身
の
ご
と
き
、
緊
密
で
直
接
的
な
君
臣
関
係
を
理
念
上
の
コ
ア
に
据
え
、
官
僚
候
補
者
を
一
定
期
間
大
舎
人
に
任
じ
て
直
接
わ
が
身
に
近
侍
し

勤
仕
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
と
官
僚
が
本
来
は
緊
密
な
君
臣
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
黒
い
短
期

間
で
あ
れ
、
確
認
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
天
武
事
以
前
に
ト
ネ
リ
を
漢
語
で
「
舎
人
」
と
表
記
す
る
こ
と
は
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
天
武
は
こ
こ
で
任
じ
ら
れ
る
舎
人
を
そ
れ
ま

で
の
舎
人
と
区
別
し
、
天
皇
の
ト
ネ
リ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
尊
称
「
大
」
（
オ
ホ
）
を
冠
し
、
「
大
舎
人
」
（
オ
ホ
ト
ネ
リ
）
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
や
が
て
浄
草
原
令
宮
制
を
経
て
、
さ
ら
に
大
宝
令
官
制
の
段
階
に
至
る
と
、
官
僚
機
構
が
よ
り
一
層
巨
大
化
し
て
官
僚
の
数
も
増
加
し
、

天
皇
が
こ
の
大
舎
人
制
に
よ
っ
て
全
官
僚
（
候
補
者
）
と
の
間
に
緊
密
な
君
臣
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
物
理
的
に
不
可
能
に
な
っ
て
ゆ
く
。

か
か
る
現
実
に
直
面
し
て
、
王
権
は
申
央
の
全
廃
僚
（
候
補
者
）
を
対
象
と
し
て
君
臣
関
係
を
確
認
す
る
天
武
以
来
の
基
本
方
針
の
修
正
を
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
対
象
を
五
位
以
上
の
子
・
孫
九
十
名
に
限
定
す
る
に
至
る
。
す
な
わ
ち
、
内
舎
人
制
の
新
設
で
あ
る
。
そ
の
際
、
従
来
の

「
大
舎
人
」
と
区
別
し
つ
つ
も
、
更
め
て
天
皇
の
ト
ネ
リ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
此
た
び
は
皇
室
を
指
す
「
内
」
（
ウ
チ
）
を
冠

し
て
「
内
舎
人
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
、
天
武
朝
創
始
の
大
舎
人
制
は
、
八
世
紀
初
頭
に
至
っ
て
内
舎
人
制
に
そ
の
本
来
の
役
割

を
譲
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
大
舎
人
制
を
契
機
と
し
て
理
念
化
し
た
「
か
つ
て
の
ト
ネ
リ
が
官
僚
の
あ
る
べ
き
祖
型
で
あ
る
」
と

す
る
観
念
自
体
は
、
君
臣
関
係
を
確
認
す
る
「
儀
式
」
と
い
う
場
に
お
い
て
、
な
お
残
存
せ
し
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
「
儀
式
」
の
場
に
参
入
す
る
者
は
、
現
実
に
は
み
な
律
令
制
下
の
官
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
彼
ら
は
、
実
際
に
存
在
す
る
各

種
の
舎
人
（
ト
ネ
リ
）
と
区
別
さ
れ
て
、
「
ト
ネ
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
こ
の
口
頭
で
用
い
ら
れ
る
語
が
式
文
学
に
公
的
に
書
き

止
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
は
、
仮
名
の
ま
ま
「
刀
祢
」
と
表
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
が
中
央
の
官
人
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
二
二
A
の
由
来
と
そ
の
史
的
意
義
に
つ
い
て
の
私
見
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
こ
の
刀
祢
A
は
都

市
・
村
落
の
有
力
者
た
る
二
二
B
と
い
か
な
る
連
関
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

①
狩
野
久
「
部
王
制
扁
「
部
民
制
再
考
」
（
『
日
本
古
代
の
国
家
と
都
城
睡
所
収
、

　
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
二
年
、
初
出
は
昭
和
四
五
年
、
昭
和
五
八
年
）
、
鎌
田

　
元
一
「
「
部
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
考
察
」
「
七
世
紀
の
日
本
列
島
」
（
前
掲
）
な

　
ど
。

②
西
宮
秀
紀
「
令
制
ト
ネ
リ
成
立
過
程
の
研
究
偏
（
前
掲
）
所
載
の
付
表
は
諸
史

　
料
に
見
え
る
ト
ネ
リ
の
職
掌
を
一
覧
表
化
し
て
お
り
、
有
益
で
あ
る
。

③
長
野
県
歴
代
選
跡
群
よ
り
出
土
し
た
左
掲
の
木
簡
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
人
力
）

　
　
・
乙
論
叢
十
二
月
十
日
酒
□

　
　
・
「
他
田
舎
人
」
古
麻
呂
　
　
　
　
　
（
『
木
簡
研
究
』
ニ
ニ
、
平
成
十
二
年
）

　
乙
丑
年
、
す
な
わ
ち
天
智
四
年
（
六
六
五
）
に
は
、
人
名
で
は
あ
る
が
、
門
ト
ネ

　
リ
」
を
「
舎
人
」
で
も
っ
て
表
記
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

④
夕
星
大
宝
元
年
六
月
癸
卯
条
。

第
六
節
　
刀
祢
A
と
刀
祢
B

フ〕　　宅fF　　i原　　・流　　考　（虎尾）

　
最
初
に
、
い
さ
さ
か
迂
遠
で
は
あ
る
が
、
古
代
に
お
い
て
散
位
を
「
刀
祢
」
と
称
し
た
事
例
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
旧
紅
葉
山
文
庫

本
令
義
解
の
官
位
令
に
は
、
散
位
頭
・
散
位
助
・
散
位
允
の
「
散
位
」
に
つ
い
て
等
し
く
「
ト
子
」
（
ト
ネ
）
の
傍
訓
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
傍
訓
の
史
料
と
し
て
の
信
懸
性
に
つ
い
て
は
、
俄
か
に
判
断
し
難
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
傍
訓
に
雷
及
し
た
二
宮
正
彦
氏
も
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

信
疑
性
に
は
直
接
ふ
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
氏
は
官
職
難
儀
に
見
え
る
類
例
と
と
も
に
、
こ
の
散
位
の
「
ト
ネ
」
は
刀
寝
た
り
え
ぬ
と
し
て
、

刀
祢
の
史
料
と
し
て
は
こ
れ
を
却
け
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
実
は
古
代
に
お
い
て
散
位
を
「
刀
祢
」
と
称
し
た
事
例
は
存
す
る
の
で
あ
る
。
再
掲
の
1
1
の
「
公
卿
百
官
及
刀
祢
等
」
に

見
え
る
「
刀
祢
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
淳
和
太
上
天
皇
の
崩
御
に
伴
う
挙
哀
を
伝
え
る
記
事
で
あ
る
が
、
こ
こ
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で
「
刀
祢
」
は
明
ら
か
に
「
公
卿
百
宮
」
す
な
わ
ち
高
位
者
・
有
官
者
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
実
体
は
散
位
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
例
え

ば
留
省
位
子
な
ど
、
い
ず
れ
も
特
定
の
官
職
に
就
い
て
い
な
い
者
（
以
下
、
散
位
等
と
称
す
）
を
措
い
て
外
に
は
な
い
。

　
故
太
上
天
皇
へ
の
挙
哀
と
い
う
儀
礼
の
性
格
上
、
こ
の
場
に
は
官
の
有
無
を
問
わ
ず
、
朝
廷
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
者
の
参
加
が
求
め
ら
れ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
挙
哀
の
「
儀
式
」
の
場
で
は
、
太
上
天
皇
と
の
君
臣
関
係
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
者
が
和
語
で
「
刀
祢
」
と
呼

ば
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
儀
式
多
淫
挙
哀
儀
（
先
掲
2
！
）
に
準
拠
し
て
四
位
以
下
が
実
際
に
そ
う
呼
ば
れ
た
や
も
知
れ
ぬ
。
と
こ
ろ
が
、

少
な
く
と
も
そ
の
挙
哀
を
伝
え
る
続
日
本
後
紀
の
記
事
、
な
い
し
は
そ
の
原
史
料
に
お
い
て
は
、
高
位
者
・
有
宮
者
は
「
刀
心
」
で
は
な
く
、

漢
語
で
「
公
卿
」
「
百
官
」
と
表
記
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
も
ま
た
鱈
臣
関
係
を
表
わ
す
語
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
唐
風
化
政
策
が
推
し
進
め
ら
れ

て
い
た
時
期
に
あ
っ
て
は
和
語
よ
り
漢
語
が
重
用
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
散
位
等
に
つ
い
て
は
か
よ
う
な

漢
語
は
見
当
た
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
「
散
位
」
自
体
は
漢
語
で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
唐
の
「
散
官
」
を
直
訳
し
た
い
わ
ば
和
製
漢
語
で
あ
り
、

無
官
の
状
態
を
表
わ
す
語
で
は
あ
っ
て
も
、
「
公
卿
」
「
百
官
」
の
よ
う
な
君
臣
関
係
を
積
極
的
に
表
わ
す
語
で
は
な
い
。
そ
の
関
係
性
の
欠
如

と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
「
留
省
」
「
位
子
」
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
散
位
等
の
場
合
、
さ
よ
う
の
関
係
性
を
表
わ
す
語
と
し
て
は
、
和
語
の

「
刀
祢
」
あ
る
の
み
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
、
か
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
散
位
等
の
み
が
「
刀
祢
」
と
表
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、

先
の
散
位
の
傍
訓
「
ト
ネ
」
も
、
強
ち
後
世
の
謬
説
と
し
て
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
然
り
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
散
位
（
等
）
が
「
刀
右
目
ト
ネ
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
さ
に
非
ず
し

て
、
特
定
の
官
を
持
た
ぬ
散
位
（
等
）
で
さ
え
「
刀
祢
“
ト
ネ
」
と
呼
ば
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
～
点
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
潜
在
的
に
は
、
有
官
・
無
官
を
問
わ
ず
、
何
ら
か
の
形
で
朝
廷
に
仕
え
る
者
は
、
広
く
「
遊
園
1
ー
ト
ネ
し
の
語
で
天
皇
と
の
君
臣

関
係
を
表
し
う
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
散
位
等
が
他
に
「
公
卿
」
や
「
百
官
」
の
ご
と
き
類
称
を
持
た
ぬ
が
故
に
、
「
儀

式
」
以
外
の
場
に
お
い
て
も
、
と
く
に
「
刀
心
1
ー
ト
ネ
」
と
称
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
再
三
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
～
般
の
算
入
を
口
頭
で
「
ト
ネ
」
と
称
し
て
ト
ネ
リ
に
擬
す
る
こ
と
は
、
公
式
に
は
「
儀
式
」
と
い
う
正
し
く
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君
臣
関
係
を
確
認
す
る
場
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
散
位
等
に
限
ら
ず
、
一
般
の
官
人
を
「
ト
ネ
」
（
「
ト
ネ
リ
」
）
と
称
す
る
こ
と

は
、
自
称
も
含
め
て
、
実
際
に
は
「
儀
式
」
以
外
の
場
で
も
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
小
稿
で
は
、
第
三
節
に
掲
げ
た
刀
祢
A
の
諸
用
例
の
中
、
7
の
「
黒
歯
部
浜
足
解
」
の
み
は
い
わ
ば
例
外
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
敢
え
て
雷
及

を
避
け
て
き
た
。
こ
の
解
に
見
え
る
「
馬
刀
祢
等
」
は
、
諸
他
と
同
じ
く
中
央
の
官
人
を
指
し
な
が
ら
も
、
明
ら
か
に
「
儀
式
」
の
場
以
外
で

用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
宮
氏
は
こ
の
「
諸
刀
祢
等
」
を
都
市
・
村
落
の
有
力
者
、
す
な
わ
ち
刀
筆
B
と
看
弄
し
、
彼
ら

を
浜
足
の
功
料
黒
黒
に
お
け
る
保
証
人
と
位
置
づ
け
た
。
こ
の
「
諸
刀
祢
等
」
を
刀
祢
B
と
着
零
し
た
点
は
鋭
い
が
、
こ
の
高
熱
春
人
に
よ
っ

て
代
筆
さ
れ
た
解
は
、
経
師
・
浜
足
の
功
料
に
つ
い
て
、
こ
の
時
病
床
に
あ
っ
た
本
人
に
代
わ
っ
て
同
僚
の
「
諸
膝
祢
等
」
が
受
け
取
る
こ
と

（「

箔
§
b
劇
の
臨
く
る
所
」
）
を
写
経
所
に
申
請
し
た
委
任
状
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
よ
り
見
て
「
諸
刀
祢
等
」
を
保
証
人
と
解
す
る
余
地
は
な

い
。
現
に
即
日
そ
の
功
料
と
し
て
新
銭
一
二
四
文
を
受
け
取
っ
た
物
部
白
麻
呂
・
警
部
豊
成
の
両
名
は
や
は
り
「
経
師
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
当
時
散
位
が
経
師
の
重
要
な
供
給
源
で
あ
っ
た
点
か
ら
推
す
と
、
小
林
昌
二
氏
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
表
書
や
春
人
、
さ
ら
に
は
白
麻

呂
や
豊
成
ら
も
ま
た
、
散
位
も
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
解
に
お
け
る
「
書
志
論
叢
」
は
、

あ
る
い
は
実
際
に
は
散
位
等
を
指
す
結
果
と
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
解
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
代
筆
者
春
人
が
殊
更
に
散
位

等
に
限
定
し
て
こ
の
「
諸
刀
祢
等
」
を
用
い
た
理
由
は
考
え
難
い
。
「
田
刀
無
難
」
は
こ
こ
で
は
有
官
・
無
官
を
問
わ
ず
経
師
と
し
て
奉
写
一

切
経
所
に
出
仕
し
て
い
る
諸
蜜
人
、
す
な
わ
ち
同
僚
経
師
を
指
す
表
現
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
こ
れ
は
広
く
朝
廷
に
仕
え
る
者
が
、

散
位
で
あ
る
と
否
と
に
関
わ
ら
ず
、
八
世
紀
後
半
の
「
儀
式
」
の
場
以
外
に
お
い
て
、
非
公
式
な
が
ら
、
な
お
ト
ネ
と
称
さ
れ
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
7
の
よ
う
に
、
一
般
の
官
人
を
「
ト
ネ
」
と
称
す
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
「
儀
式
」
以
外
の
場
で
も
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
和
謡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
君
臣
関
係
を
示
す
伝
統
的
な
語
で
あ
り
、
し
か
も
、
有
漏
・
無
官
、
官
職
の
如
何
を
問
わ
ず
用
い
ら
れ
る
包
括
的
な
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
無
論
、
「
儀
式
」
の
場
で
公
式
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
ト
ネ
」
の
語
が
「
儀
式
」
の
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場
以
外
に
も
島
台
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
逆
に
、
一
般
に
何
ら
か
の
形
で
朝
廷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
仕
え
る
者
を
和
語
で
「
ト
ネ
」
と
呼
ん
で
い
た
も
の
を
ば
、
お
そ
ら
く
は
大
宝
令
制
諸
官
職
の
創
設
・
整
備
に
伴
い
、
そ
の
和
語
の
公
的
な

使
用
を
「
儀
式
」
の
場
に
限
っ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
刀
祢
A
と
は
、
か
よ
う
に
朝
廷
に
何
ら
か
の
形
で
仕
え
る
者
を
指
す
一
般
名

詞
と
し
て
の
「
刀
祢
」
が
、
い
わ
ば
儀
式
用
語
と
し
て
特
殊
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　
さ
て
、
刀
祢
A
が
7
の
よ
う
な
～
般
名
詞
と
し
て
の
「
並
倉
」
か
ら
特
殊
化
し
た
の
に
対
し
て
、
～
方
の
刀
心
B
、
す
な
わ
ち
都
市
・
村
落

の
有
力
者
を
指
す
刀
祢
は
、
実
は
そ
の
一
般
名
詞
と
し
て
の
「
刀
心
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
二
宮
氏
が
7
の
「
諸
鼻
血
等
」

を
刀
祢
B
と
看
倣
し
た
の
は
、
そ
の
限
り
で
は
蓋
し
正
当
な
理
解
で
あ
っ
た
。

　
事
実
、
刀
心
B
の
う
ち
、
京
や
そ
の
近
隣
に
居
住
す
る
都
市
の
刀
祢
は
、
7
の
よ
う
な
一
般
名
詞
と
し
て
の
「
刀
祢
」
と
そ
の
実
体
に
お
い

て
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
そ
の
最
も
早
い
事
例
で
あ
る
延
暦
七
年
（
七
八
八
）
大
和
国
添
上
郡
解
（
家
地
売

⑥券
）
の
刀
祢
を
見
れ
ば
直
ち
に
諒
解
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
に
公
証
人
と
し
て
署
名
し
て
い
る
四
名
の
「
刀
祢
」
は
、
い
ず
れ
も
有
位
の
左
右
大
舎

人
や
右
兵
衛
と
い
っ
た
純
然
た
る
宮
人
で
あ
る
。
彼
ら
が
「
刀
祢
」
と
称
さ
れ
た
の
は
、
刀
祢
の
原
義
に
照
ら
し
て
、
7
の
浜
菊
・
春
人
ら
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

同
様
、
彼
ら
が
朝
廷
に
仕
え
る
者
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
承
和
八
年
（
八
四
一
）
山
城
国
宇
治
藩
論
（
家
地
売
券
）
の

「
証
刀
祢
」
（
諸
陵
寮
史
生
従
七
位
上
山
背
忌
寸
某
以
下
五
名
）
な
ど
諸
他
の
事
例
に
つ
い
て
も
同
断
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
都
市
の
刀
祢
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
称
に
相
応
し
く
朝
廷
に
仕
え
る
者
で
あ
る
こ
と
が
概
ね
所
帯
の
官
職
や
位
階
に
よ
っ
て
明
示

　
　
　
　
⑧

さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
在
地
の
刀
心
に
つ
い
て
は
、
そ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
こ
で
、
試
み
に
在
地
の
刀
祢
の
実
例

と
し
て
最
も
早
い
も
の
か
ら
三
例
を
必
要
部
分
に
限
っ
て
左
に
掲
げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
⑩

　
1
、
平
城
京
跡
二
条
大
路
条
間
路
北
側
溝
S
D
七
〇
九
〇
出
土
木
簡
（
天
平
後
半
期
力
）

　
　
・
阿
波
国
名
方
郡
佐
濃
郷

　
　
・
刀
祢
嗣
懸
繍
鮎
勤
呂
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刀祢源流考（虎尾）

H
、
檜
皮
葺
工
請
功
食
解
（
『
大
日
本
古
文
書
聴
五
－
二
三
九
）

謹
解
申
檜
皮
蓋
工
等
食
功
請
事

　
合
廿
七
人
　
鐘
楼
檜
皮
葺
料

　
　
給
大
工
倉
古
万
呂
　
鳥
部
足
嶋

有
二
人
同
心
給
温
馨
鎌
杜
糠
聾
顯
編
一
開
鵬
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓢
八
　
半
宝
字
⊥
ハ
年
山
ハ
月
廿
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
刀
祢
大
伴
虫
万
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

皿
、
播
磨
国
坂
越
神
戸
両
郷
解

　
　
　
延
暦
十
二
年
四
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
越
郷
刀
祢
　
外
従
八
位
下
絹
内
入
鹿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
若
湯
坐
倉
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
内
夫
凡
君

神
戸
里

神
人
広
永

他
田
祖
足

神
人
口
代

神
人
乙
公

六
人
部
稲
人

31 （171）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
里
長
　
他
田
真
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
越
郷
収
納
□
口
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
津
長
養
鳥
曽
足

　
右
の
苗
齢
ら
の
中
で
、
何
ら
か
の
形
で
朝
廷
に
仕
え
る
者
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
は
、
位
階
を
有
す
る
皿
の
川
内
入
組
の
み
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
他
の
刀
祢
に
つ
い
て
も
、
位
階
や
官
職
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
す
べ
て
何
ら
か
の
形
で
朝
廷
に
仕
え
る
者
た
ち
で

あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
郡
散
事
の
存
在
で
あ
る
。

　
郡
散
事
は
主
と
し
て
天
平
期
の
正
税
帳
に
「
某
郡
ノ
功
勲
」
と
し
て
散
見
し
、
郡
司
等
の
特
定
の
官
職
に
就
か
ず
、
国
府
に
番
上
し
て
雑
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

等
の
国
務
に
従
事
し
た
者
の
謂
で
あ
る
。
大
同
二
年
正
月
十
三
日
官
符
（
類
聚
三
代
格
）
に
よ
れ
ば
、
当
時
大
宰
府
で
は
、
府
下
に
あ
っ
て
郡

散
事
と
し
て
府
務
に
従
事
す
る
た
め
に
遠
方
か
ら
も
参
集
し
て
い
た
と
い
う
が
、
そ
の
定
員
は
百
名
に
限
ら
れ
て
い
た
。
諸
国
の
郡
散
事
に
も

当
然
こ
の
よ
う
な
定
員
が
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
か
よ
う
に
一
散
事
と
し
て
国
府
に
お
い
て
国
務
に
従
事
し
え
た

者
は
そ
の
定
員
内
に
入
っ
た
一
部
の
者
た
ち
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
実
際
に
は
そ
れ
ら
と
同
様
の
階
層
の
者
が
お
そ
ら
く
は

相
当
数
な
お
在
地
に
在
っ
た
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
郡
無
事
の
出
身
階
層
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
学
に
よ
っ
て
、
駿
河
国
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
、
郷
名
と
同
じ
氏
族
名
を
も
つ
者
の
少
な
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

い
こ
と
か
ら
郷
単
位
の
小
地
域
を
基
盤
に
も
つ
小
首
長
層
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
直
ち
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
し
て
も
、
常
識
的
に
考
え
て
全
き
白
丁
が
こ
の
よ
う
な
地
位
に
つ
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
一
般
に
は
少
な
く
も
そ
の
よ
う
な
小
首

長
層
な
い
し
は
そ
れ
以
上
の
豪
族
層
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
郡
散
事
と
在
地
の
刀
祢
と
は
多
く
の
場
合
、
同
一
の
階
層
に
属
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
何
と

な
れ
ば
、
在
地
の
刀
心
も
ま
た
史
料
上
、
村
・
郷
と
い
っ
た
比
較
的
小
さ
な
地
域
を
単
位
と
し
て
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
右
掲
の
一
～
猛
は
い

ず
れ
も
そ
の
こ
と
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
皿
で
は
、
刀
祢
の
一
人
他
田
祖
足
が
里
長
の
魚
田
真
作
と
同
族
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
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刀 宇示　　湯｛　　済己　　考　（虎尾）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
も
注
意
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
近
年
石
川
県
加
茂
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
の
年
紀
を
有
す
る
七
生
木
簡
（
加
賀
郡
寝
冷
札
）

も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
木
簡
は
加
賀
郡
司
か
ら
同
郡
深
見
村
□
郷
の
駅
長
と
「
田
刀
祢
等
」
に
対
し
て
勧
農
の
徹
底
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
命
令
系
統
自
体
、
刀
祢
が
村
・
郷
を
基
盤
と
す
る
小
首
長
篇
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
か
く
し
て
、
郡
散
事
と
い
い
、
在
地
の
刀
祢
と
い
い
、
い
ず
れ
も
同
じ
く
村
・
郷
を
基
盤
と
す
る
小
首
筆
記
に
属
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
逆

に
小
首
三
層
の
中
で
国
府
に
赴
き
定
員
化
さ
れ
た
雑
務
従
事
者
の
地
位
に
就
き
え
た
者
が
郡
散
事
で
あ
り
、
～
方
、
村
・
郷
に
残
っ
て
郷
長
・

駅
長
ら
と
と
も
に
地
方
行
政
の
末
端
を
担
っ
た
の
が
刀
祢
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
後
者
は
多
く
の
場
合
、
特
定
の
官
職
を
持
た
ず
、
前
者

の
ご
と
く
「
散
事
」
と
し
て
国
衙
に
登
録
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
も
ま
た
勧
農
や
公
証
な
ど
を
通
じ
て
地
方
行
政
の
末

　
　
　
　
⑮

端
を
担
っ
た
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
彼
ら
も
ま
た
郡
司
や
里
長
（
郷
長
）
や
駅
長
や
郡
吉
事
ら
と
同
じ
く
朝
廷
に
仕
え
る
臣
下
で
あ
っ
た

の
で
あ
り
、
た
と
い
僻
遠
の
地
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
天
皇
と
の
問
に
君
臣
関
係
を
取
り
結
ぶ
者
、
す
な
わ
ち
、
「
刀
祢
」
と
呼
ば
る

べ
き
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
無
論
、
彼
ら
だ
け
が
「
刀
祢
」
と
呼
ば
れ
た
訳
で
は
な
い
。
第
一
節
に
掲
げ
た
史
料
1
の
「
倭
国
乃
六
御
身
能
刀

祢
」
の
「
刀
祢
」
は
明
ら
か
に
郡
司
以
下
の
有
官
・
無
官
の
有
力
者
を
指
し
て
い
る
し
、
岡
じ
く
2
の
「
郡
司
及
諸
晶
群
等
」
な
ど
に
見
え
る

「
刀
祢
」
も
ま
た
、
郡
司
は
除
か
れ
る
も
の
の
、
や
は
り
同
様
の
有
力
者
を
指
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
と
り
わ
け
、
官
職
を
持
た
ず
、
「
郡
散
事
」
で
も
な
い
者
の
場
合
、
そ
の
行
政
を
担
う
立
場
に
あ
る
こ
と
を
示
す
称
呼
は
、
正
し

く
こ
の
「
刀
祢
」
を
措
い
て
外
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
「
華
燭
」
と
呼
ば
れ
、
「
刀
祢
」
と
自
称
す
る
こ
と
が
、

自
ら
の
在
地
豪
族
と
し
て
の
権
威
を
高
め
、
在
地
支
配
の
正
当
性
を
担
保
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
て
、
さ
ら
に
言
い
う
べ
く
ん
ば
、
在
地
に
あ
っ
て
豪
族
等
を
「
刀
祢
」
と
称
す
る
こ
と
は
、
単
に
中
央
で
の
「
刀
祢
」
の
語
と
そ
の

「
朝
廷
に
何
ら
か
の
形
で
仕
え
る
者
を
指
す
」
と
い
う
用
法
と
が
地
方
に
伝
播
・
普
及
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
よ
り
根
源
的

に
は
、
か
つ
て
五
世
紀
代
以
降
、
在
地
の
子
代
集
団
の
首
長
一
族
の
者
が
外
な
ら
ぬ
「
ト
ネ
リ
」
と
し
て
王
宮
に
奉
仕
し
た
過
去
の
事
実
に
も

多
く
を
負
う
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
思
う
に
、
そ
の
事
実
こ
そ
が
在
地
の
「
刀
祢
」
の
語
に
特
別
の
重
み
を
与
え
て
い
た
の
で
は
な
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か
ろ
う
か
。
こ
の
語
は
中
央
に
お
い
て
は
、
実
は
　
般
名
詞
と
し
て
は
永
く
は
用
い
ら
れ
ず
、
や
が
て
専
ら
儀
式
用
語
（
刀
祢
A
）
と
し
て
の

み
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
十
世
紀
前
半
に
は
、
吏
濡
鼠
記
の
ご
と
き
刀
祢
解
釈
（
「
百
官
主
典
以
上
称
刀
祢
」
）
が
生
じ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
在
地
に
お
い
て
は
、
そ
の
一
般
名
詞
と
し
て
の
「
刀
祢
」
の
語
は
変
質
を
被
り
な
が
ら
も
、
古
代
の
み
な
ら
ず
中
世
以

降
に
至
る
ま
で
永
く
命
脈
を
保
ち
続
け
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
一
つ
に
は
上
述
の
よ
う
な
事
実
が
預
か
っ
て
力
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

①
散
位
寮
の
「
散
位
」
に
「
ト
子
」
の
傍
訓
あ
り
。
官
職
難
儀
は
群
書
類
従
五
に

　
拠
っ
た
。

②
山
田
英
雄
「
散
位
の
研
究
」
（
噸
日
本
古
代
史
孜
輪
所
収
、
岩
波
書
店
、
昭
和
六

　
二
年
、
初
出
は
昭
和
三
七
年
）
。

③
小
林
晶
二
門
刀
禰
論
」
（
前
掲
）
。

④
天
平
十
九
年
（
七
西
七
）
近
江
国
坂
田
郡
司
解
碑
売
買
券
（
魍
大
日
本
古
文
晋
睡

　
九
－
六
四
四
）
に
加
署
し
た
「
息
長
真
人
刀
祢
麻
呂
」
の
ご
と
く
、
「
刀
祢
」
（
1
一

　
ト
ネ
）
の
語
が
人
名
に
用
い
ら
れ
た
場
合
も
あ
る
。
無
論
、
憶
測
の
域
を
出
な
い

　
が
、
こ
の
語
が
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
古
く
か
ら
よ
く
知
ら
れ
た
和
語
で
あ
り
、

　
し
か
も
、
名
に
負
う
者
を
し
て
誇
り
を
抱
か
し
む
る
に
足
る
、
い
わ
ば
佳
醤
で
あ

　
つ
た
こ
と
に
よ
る
命
名
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑤
東
野
治
之
前
掲
論
文
・
著
書
は
、
粟
原
寺
塔
露
盤
銘
に
見
え
る
「
比
売
朝
臣
」

　
（
大
谷
大
学
編
咽
日
本
金
石
図
録
』
所
収
、
二
玄
社
、
昭
和
四
七
年
）
や
長
屋
王

　
家
木
簡
に
見
え
る
「
女
旦
臣
」
（
（
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
翫
二
五
、

　
平
成
四
年
）
が
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
前
半
ま
で
の
宮
入
（
「
轡
型
祢
」
）
を
表
す
表

　
記
で
あ
っ
た
と
推
定
し
、
ト
ネ
の
表
記
に
「
朝
廷
に
仕
え
る
者
」
の
謂
で
あ
る

　
門
朝
臣
」
「
旦
臣
」
が
訓
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
す
る
先
駆
的
な
指
摘
を
行

　
っ
て
い
る
。

⑥
欄
平
安
遺
文
㎞
一
－
四
。

⑦
糊
平
安
遺
文
㎞
一
－
七
〇
。

⑧
　
畿
内
の
刀
祢
の
多
く
が
宮
職
・
位
階
を
有
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
西
山
良

　
平
憎
平
安
京
と
周
辺
農
村
」
（
新
版
噌
古
代
の
礫
本
』
六
近
畿
H
、
三
川
書
店
、

　
平
成
王
年
）
参
照
。

⑨
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
歴
三
四
（
平
成
十
年
）
。

⑩
こ
の
木
簡
は
郡
郷
制
の
表
記
か
ら
、
郷
里
制
廃
止
の
天
平
十
丁
十
二
年
（
七

　
三
九
・
七
四
〇
）
以
降
の
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
側
溝
か
ら
出
土
し
た
木
簡
の
年

　
紀
は
知
ら
れ
る
限
り
天
平
二
十
年
目
七
四
八
）
が
最
も
新
し
く
、
そ
の
側
溝
自
体

　
が
奈
良
時
代
中
頃
に
改
修
さ
れ
る
以
前
の
溝
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て

　
い
る
。
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
三
四
（
前
掲
）
参
照
。

⑪
『
平
安
山
文
一
一
－
九
及
び
勝
浦
令
子
「
『
播
磨
国
坂
越
・
神
戸
両
郷
解
』
補

　
遺
」
（
『
史
学
瓢
醐
幽
取
紬
⊥
ハ
、
　
昭
和
島
　
年
）
。

⑫
野
村
忠
夫
「
い
わ
ゆ
る
郡
散
居
（
仕
）
に
つ
い
て
」
（
『
政
治
経
済
史
学
駈
一
五

　
四
、
昭
和
五
四
年
）
。

⑬
　
米
田
雄
介
『
郡
司
の
研
究
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
昭
和
五
一
年
）
二
二
四
頁
。

　
野
村
「
い
わ
ゆ
る
郡
唐
事
（
仕
）
に
つ
い
て
」
（
前
掲
）
。

⑭
平
川
南
監
修
『
発
見
！
古
代
の
お
触
れ
書
き
石
川
県
加
茂
遺
跡
出
土
加
賀
郡

　
膀
示
札
』
（
大
修
館
書
店
、
平
成
十
三
年
）
。

⑮
鹿
児
島
県
京
田
遺
跡
出
土
の
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
の
年
紀
を
持
つ
膀
示
木
簡

　
に
は
「
田
刀
祢
扁
が
見
え
る
。
こ
れ
は
刀
祢
が
水
田
行
政
の
末
端
を
も
損
つ
た
こ

　
と
を
示
し
て
い
る
。
拙
稿
門
鹿
児
島
県
京
田
遺
跡
出
土
木
簡
の
魍
田
刀
□
輪
に
つ
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い
て
」
（
『
鹿
大
史
学
』
四
九
、
平
成
十
四
年
）
参
照
。

⑯
丹
生
谷
哲
一
「
在
地
刀
祢
の
形
成
と
歴
史
的
位
置
」
（
前
掲
）
。

刀　祢　源　流　考（虎尾）

結

蛭口旧

　
以
上
、
六
節
に
亙
っ
て
禿
筆
を
馳
せ
て
き
た
が
、
要
す
る
に
刀
祢
と
は
「
ト
ノ
イ
リ
（
殿
入
）
」
を
原
義
と
す
る
ト
ネ
リ
の
略
称
で
あ
り
、

大
王
と
の
問
に
緊
密
な
君
臣
関
係
を
結
ん
だ
か
つ
て
の
ト
ネ
リ
を
宮
僚
の
あ
る
べ
き
祖
型
と
す
る
理
念
に
基
づ
き
、
有
官
・
無
官
を
問
わ
ず
、

何
ら
か
の
形
で
朝
廷
に
仕
え
る
者
を
指
す
和
語
、
す
な
わ
ち
、
天
皇
と
の
君
臣
関
係
を
表
示
す
る
和
語
で
あ
っ
た
。
夙
に
「
凡
て
刀
祢
と
は
、

も
と
上
中
下
に
亘
り
て
公
に
仕
奉
る
者
の
総
名
」
と
し
た
宣
長
説
は
、
あ
く
ま
で
も
か
く
批
判
的
・
発
展
的
に
捉
え
直
し
た
上
で
は
あ
る
が
、

更
め
て
継
承
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
し
か
し
て
、
従
来
の
通
説
で
官
人
の
称
呼
と
し
て
き
た
直
話
A
は
、
右
の
和
語
が
恐
ら
く
は
八
世
紀
以
降
に
中
央
で
い
わ
ば
儀
式
用
語
と
し

て
特
殊
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
都
市
・
村
落
の
有
力
者
と
し
て
き
た
刀
祢
B
は
、
そ
の
和
語
が
そ
の
ま
ま
在
地
に
お
い
て
残
存
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
、
郡
司
以
下
の
官
職
や
「
郡
商
事
」
と
い
っ
た
地
位
に
就
く
こ
と
な
く
、
し
か
も
行
政
の
下
端
を
担
う
者
を
表
わ
す

語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
刀
心
は
従
来
の
ご
と
く
両
義
的
に
で
は
な
く
、
か
く
一
元
的
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
古
代
律
令
国
家
は
、
理
念
的
に
は
、
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
、
何
ら
か
の
形
で
朝
廷
に
仕
え
る
者
を
「
ト
ネ
」
と
い
っ
た
天
皇
と
の
君
臣
関

係
を
表
わ
す
和
語
で
把
握
し
よ
う
と
し
、
現
に
「
儀
式
」
の
場
や
在
地
に
お
い
て
、
一
時
的
も
し
く
は
限
定
的
で
は
あ
れ
、
さ
よ
う
の
形
で
把

握
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ば
漢
語
で
表
わ
さ
れ
る
中
国
的
な
古
代
官
僚
機
構
の
世
界
に
、
和
語
で
し
か
表
わ
し
き
れ
な
い
我
が
国
固
有
の

君
臣
関
係
が
潜
在
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
既
に
紙
数
も
尽
き
、
未
だ
こ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
用
意
と
て
も
な

い
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
り
重
要
な
問
題
の
探
求
は
将
来
を
期
す
こ
と
と
し
、
今
は
博
雅
の
高
批
を
乞
い
つ
つ
、
一
先
ず
起
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
教
授
　
鹿
堀
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The　Origin　of　Tone刀祢

by

TORAO　Tatsuya

　　In　ancient　Japanese　historical　records，　we　can　fmd　two　uses　of　the　word　Tone

刀祢．One，　which　I　w皿l　call“Tone　A，”is　a　general　name　for　the　othcials　of　the

bureaucracy，　seen　mostly　in　the　records　of　rituals．　The　second，　which　1　will　call

“Tone　B，”　referred　to　influential　men　in　towns　and　villages．　To　this　point，　there

has　been　no　explanation　of　the　relationship　between　these　two　types　of　Tone．

This　paper　aims　to　clarify　the　relation　by　investigating　the　origin　of　the　Japanese

word　that　is　pronounced　tone，　and　not　the　Chinese　characters　whtten刀祢．

Based　mainly　on　an　examination　of　examples　aRd　the　usage　of　ToRe　A，　this　paper

argues　that　Tone　is　an　abbreviated　form　of　the　word　Toneri’舎人，　referring　to

royal　attendants，　the　origin　of　which　could　be　Tono－iri殿入，　mean｛ng　entering　a

palace　to　serve．　The　paper　also　argues　that　before　the　8th　century，　Tone　may

have　been　used　to　refer　to　any　man　who　served　a　king　in　either　an　othcial　or

unoeecial　capacity．　The　paper　concludes　that　after　the　8th　century，　as　far　as　the

govemment　was　concerned，　the　use　of　the　word　Tone　was　limited　to　references

participants　in　rituals，　which　1　have　called　Tone　A．　On　the　other　hand，　Tone　B

conimued　to　be　used　in　the　local　societies，　as　it　had　been　previousiy．

The　Peking　Conference　of　1727　and　the　Advance　of　the　Qing

　　　　　　into　the　Central　and　Southern　Parts　of　Sakhalin

MATSUURA　Shigeru

　　In　1690　（the　twenty－ninth　year　of　the　Kangxi　reign）　the　Qing

government　dispatched　nine　investigative　parties　to　the　regions　on　the　left

bank　of　the　Amur　River　in　order　to　certify　the　border　with　Russia，　which

had　been　determined　by　the　Treaty　of　Nerchinsk　the　previous　year．　One

of　the　parties　reached　the　northern　part　of　the　Sakhalin．　Then，　in　1709
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